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(57)【要約】
【課題】簡便に食材内部に物質を含浸することができる
新規な方法の提供。
【解決手段】本発明による食材への物質含浸方法は、含
浸する物質を保持した物質保持基材と食材とを同時に減
圧処理することにより、物質保持基材には内部構造変化
による物質排出駆動力を、食材には食材内部の気体体積
変化による物質含浸駆動力を発生させて、前記物質保持
基材から前記食材内部へ物質を供給することを特徴とす
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　含浸する物質を保持した物質保持基材と食材とを同時に減圧処理することにより、物質
保持基材には内部構造変化による物質排出駆動力を、食材には食材内部の気体体積変化に
よる物質含浸駆動力を発生させて、前記物質保持基材から前記食材内部へ物質を供給する
ことを特徴とする、食材への物質含浸方法。
【請求項２】
　前記物質保持基材が、気体又は気体を発生する液体を含有し、かつ、多孔質構造である
、請求項１に記載の食材への物質含浸方法。
【請求項３】
　前記物質保持基材が、基材の重量１ｇ当たり、５ｇ以上の最大吸収性能及び０．０１ｇ
以上の最大排出性能を有する、請求項1又は２に記載の食材への物質含浸方法。
【請求項４】
　前記物質保持基材が、天然繊維素材、合成繊維素材、天然樹脂素材、合成樹脂素材、生
分解性プラスチック、あるいはそれら複数の素材を組み合わせた複合素材で作製された基
材である、請求項１～３のいずれか一項に記載の食材への物質含浸方法。
【請求項５】
　前記物質保持基材への物質付着方法が、抄紙法、浸漬法、含浸法、塗布法、点滴法、グ
ラビア印刷法、化学修飾法、又はそれらから選ばれる一つ以上を組み合わせた方法である
、、請求項１～４のいずれか一項に記載の食材への物質含浸方法。
【請求項６】
　前記物質保持基材への物質付着方法において、バインダーとして増粘剤、糖類、タンパ
ク質、油脂又は乳化剤を用いる、請求項５に記載の食材への物質含浸方法。
【請求項７】
　前記物質保持基材が、乾燥状態又は湿潤状態である、請求項１～６のいずれか一項に記
載の食材への物質含浸方法。
【請求項８】
　前記物質保持基材が、複数の材質からなる積層構造である、請求項１～７のいずれか一
項に記載の食材への物質含浸方法。
【請求項９】
　前記減圧処理が、５０ｋＰａ以下の圧力で実施される、請求項１～８のいずれか一項に
記載の食材への物質含浸方法。
【請求項１０】
　減圧状態にある前記物質保持基材と前記食材とを押圧処理することにより、前記物質排
出駆動力と前記物質含浸駆動力とをさらに高める、請求項１～９のいずれか一項に記載の
食材への物質含浸方法。
【請求項１１】
　前記食材に、冷凍、湿熱加熱、誘電加熱、飽和水蒸気加熱、過熱水蒸気加熱、加圧加熱
、焼成加熱、ジュール加熱、テンダライズ（筋切り）、タンブリング、圧延、脱水、乾燥
、酸処理、アルカリ処理、及び酵素処理からなる群から選択される少なくとも一種の前処
理を実施する、請求項１～１０のいずれか一項に記載の食材への物質含浸方法。
【請求項１２】
　前記食材が加温された状態で、前記減圧処理を実施する、請求項１～１１のいずれか一
項に記載の食材への物質含浸方法。
【請求項１３】
　前記基材に保持される物質が、タンパク質、油脂、酵素、多糖類、増粘剤、乳化剤、澱
粉、及び微生物からなる群から選択される少なくとも一種の高分子物質である、請求項１
～１２のいずれか一項に記載の食材への物質含浸方法。
【請求項１４】
　前記基材に保持される物質が、栄養成分、機能性成分、抗菌成分、香気成分、調味料成
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分、酸化防止剤、着色料、酸味料、ビタミン類、ミネラル類、アミノ酸、及び医療用造影
剤からなる群から選択される少なくとも一種の食品素材である、請求項１～１２のいずれ
か一項に記載の食材への物質含浸方法。
【請求項１５】
　前記物質保持基材と前記食材とを軟質容器に入れた状態で前記減圧処理を実施する、請
求項１～１４のいずれか一項に記載の食材への物質含浸方法。
【請求項１６】
　請求項１～１５のいずれか一項に記載の方法により得られた物質含浸食材を用いて、チ
ルド食品、冷凍食品、乾燥食品、及び常温流通食品からなる群から選択される物質含浸加
工食品を製造することを特徴とする、物質含浸加工食品の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、物質保持基材を含浸物質の供給源とし、減圧処理により、外観で認識可能な
形状を保持した食材内に効率的に物質を含浸する方法、及びその方法で得られた物質含浸
食材を用いて物質含浸加工食品を製造する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超高齢社会を背景に、高齢者・要介護者用の食品開発が進んでいる。中でも、これまで
主流であったキザミ食やペースト食とは違う、食材の見た目が良く食欲が湧く形状保持軟
化食品が注目されている。従来、食材を軟らかく加工する方法として、常圧下で長時間加
熱して軟らかく煮込む方法や、高温高圧で加熱するレトルト処理する方法が用いられてき
た。しかし、近年、従来法ではなし得なかった軟らかさを形状保持したまま実現する方法
として、酵素を食材に含浸させて加工する、新しい製造方法が考案され実用化されている
。
【０００３】
　これまでに、本発明者らは、食材を凍結解凍した後、減圧処理を用いて食材内に酵素を
急速に含浸する凍結含浸法を考案した（特許文献１参照）。凍結含浸法は、食材を凍結解
凍して細胞間隙を緩和する前処理と、食材内の細胞間隙の空気及び水分と食材外の酵素と
を急速置換する減圧処理からなる。減圧処理で酵素を浸み込ませた食材は、食材内部で酵
素反応が進み、果物が熟するように見た目そのままに軟らかくなる。その軟らかさの程度
は歯ぐきでつぶせる、舌でつぶせる、噛まなくてもよいなど、酵素反応の制御で任意の軟
らかさに調節することができる。
【０００４】
　本発明者らは、凍結含浸法を発展させ、さらに短時間に効率よく食材内に酵素を急速含
浸する方法も考案した（特許文献２参照）。これは、食材を加温状態で減圧処理する方法
で、食材内で気化して発生する水蒸気及び水と食材外の酵素とを急速置換する減圧処理を
特徴とする。
【０００５】
　凍結含浸法は、物質を食材内に浸み込ませる、いわゆる「物質含浸技術」の一つである
。これまでに、物質含浸技術は、塩漬け、味噌漬け、粕漬けなどの調味漬けに代表される
浸漬法が古くから用いられてきた。食材を調味材に漬けるだけでよく、調味成分等の物質
は拡散浸透により浸み込む。食材に調味成分が浸み込み、美味しく加工できる。しかし、
浸漬法は食材内部に物質が浸み込むまでに時間がかかるという課題がある。そこで食材を
浸漬した状態で煮込む加熱法や、加圧状態で加熱するレトルト加熱など、加熱エネルギー
を用いて物質の浸透速度を促進する加熱含浸法、加圧加熱含浸法が考えられ普及している
。さらに近年では、浸漬や加圧加熱とは異なる物質含浸方法として、上記の凍結含浸法の
ように減圧含浸法も用いられている。減圧含浸法は加熱を必須としないため、酵素のよう
に加熱変性しやすい物質を含浸する場合に有用である。
【０００６】
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　以上のように、食材への物質含浸方法は、浸漬法、加熱法、加圧加熱法、減圧含浸法な
ど様々な方法が用いられている。いずれの方法も、含浸物質の食材への供給方法は、食材
を物質含有溶液に浸漬して行う方法が一般的であり、その他には含浸物質を食材に直接振
りかけて処理する方法も用いられる。
【０００７】
　特殊な方法として、調味体を含浸又は塗布した不織布等の吸水シートに食品を乗せる、
あるいは食品を該吸水シートで包んだ後、数時間又は数日間そのまま放置し、シートから
食品に調味料を拡散浸透させる食品の調味漬け方法が提案されている（特許文献３参照）
。
【０００８】
　また、プロテアーゼ活性を有する天然発酵調味料粉末等を保持するシートが開発され、
食肉に被覆することにより、調味と軟化とを行う食肉の調味・軟化用シートが提案されて
いる（特許文献４参照）。これらは食材と含浸物質を保持したシートを直接接触させるこ
とにより、食材表面にムラなく含浸物質を塗布できる利点がある。また物質を浸透させた
あと、シートを取り除くだけで良く、例えば味噌漬けのように、漬け込んだ際に付着する
過剰な味噌を食材から取り除く、洗うなどの手間を省ける利点がある。
【０００９】
　食材への物質含浸方法では、味付けのための調味料含浸に始まり、現在では、酵素、栄
養成分、機能性成分、香気成分など様々な成分が含浸物質として選択され、機能性豊富な
加工食品が製造されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２００３－２８４５２２号公報
【特許文献２】ＷＯ２０１６／１９９７６６
【特許文献３】特開平３－２５９０３７号公報
【特許文献４】特開平２－４２９５１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　食材への物質含浸処理では、通常、食材を含浸物質溶液に浸漬した状態で処理する。食
材にムラなく物質を含浸するには、食材が十分に浸かる量の含浸物質溶液が必要とされる
。例えば、凍結含浸法での酵素含浸では、調製した酵素溶液に食材を完全に浸漬して減圧
処理を行うが、完全に浸漬した状態で処理するには、使用する容器形状に左右されるとし
ても、食材重量に対して少なくとも等倍量以上の酵素溶液が必要とされる。食材の形状が
乱切りなどの野菜類においては、食材間の隙間が大きく、酵素溶液の必要量はさらに増加
する。
　一方で、実際に食材内に含浸する酵素溶液量は、食材重量の１／５～１／１０倍量程度
であり、調製した酵素溶液の多くは使用後に廃棄される。そのため、酵素溶液の使用量コ
ストが製造コストに影響を与えるという課題がある。すなわち、食材への酵素含浸では、
酵素溶液使用量を抑えながら、十分量の酵素を食材内部にまで均一かつ確実に、如何に急
速含浸できるかが、低価格製品製造上の課題となっている。
【００１２】
　また、現在普及拡大している病院や介護施設の厨房及び一般家庭での凍結含浸調理にお
いて、上記の酵素使用量に起因する酵素使用量コストに加え、酵素利用そのもの、すなわ
ち酵素の取扱いの難しさも課題となっている。酵素利用には、酵素の取扱い知識を持つ技
術者が必要であり、食品工場での食品加工作業者はもとより、特に介護施設の調理員や一
般家庭の調理者の酵素利用は、ハードルが高い。
　すなわち、今後の超高齢社会で需要が増す高齢者・要介護者用の食品加工・調理におい
て、酵素含浸を利用する形状保持軟化食品の製造及び調理では、
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（１）酵素コストを低減化しつつ、均一かつ急速に酵素を食材内部に含浸する方法の提供
（２）酵素利用の知識を必要とせず、誰でも簡単に実施できる酵素処理手段の提供
が喫緊の課題となっている。
　なお、含浸物質使用量に係わる含浸物質コストの課題は、新規食品開発で利用されてい
る機能性成分、栄養成分、香気成分などの食材への含浸においても同様に課題となってお
り、高価な物質を食材に含浸する場合の共通の課題と言える。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明者らは、上記の課題解決に向けて鋭意検討した結果、食材内に含浸する物質を保
持した「物質保持基材」を用いた含浸処理が有用であるとの知見を得た。物質保持基材と
食材とを同時に減圧下に置くことにより、物質保持基材から食材内に均一かつ急速に物質
を供給できる。その際、使用する含浸物質量は、従来の浸漬法よりも低減化できるとの知
見を得た。さらに、物質保持基材が予め用意されていれば、物質の取扱い方法を知らない
者でも、簡便に食材に物質を含浸することができる、との知見を得て本発明を完成するに
至った。
【００１４】
　すなわち、本発明は以下のとおりである。
［１］　含浸する物質を保持した物質保持基材と食材とを同時に減圧処理することにより
、物質保持基材には内部構造変化による物質排出駆動力を、食材には食材内部の気体体積
変化による物質含浸駆動力を発生させて、前記物質保持基材から前記食材内部へ物質を供
給することを特徴とする、食材への物質含浸方法。
［２］　前記物質保持基材が、気体又は気体を発生する液体を含有し、かつ、多孔質構造
である、［１］に記載の食材への物質含浸方法。
［３］　前記物質保持基材が、基材の重量１ｇ当たり、５ｇ以上の最大吸収性能及び０．
０１ｇ以上の最大排出性能を有する、［１］又は［２］に記載の食材への物質含浸方法。
［４］　前記物質保持基材が、天然繊維素材、合成繊維素材、天然樹脂素材、合成樹脂素
材、生分解性プラスチック、又はそれら複数の素材を組み合わせた複合素材で作製された
基材である、［１］～［３］のいずれかに記載の食材への物質含浸方法。
［５］　前記物質保持基材への物質付着方法が、抄紙法、浸漬法、含浸法、塗布法、点滴
法、グラビア印刷法、化学修飾法、又はそれらから選ばれる一つ以上を組み合わせた方法
である、［１］～［４］のいずれかに記載の食材への物質含浸方法。
［６］　前記物質保持基材への物質付着方法において、バインダーとして増粘剤、糖類、
タンパク質、油脂又は乳化剤を用いる、［５］に記載の食材への物質含浸方法。
［７］　前記物質保持基材が、乾燥状態又は湿潤状態である、［１］～［６］のいずれか
に記載の食材への物質含浸方法。
［８］　前記物質保持基材が、複数の材質からなる積層構造である、［１］～［７］のい
ずれかに記載の食材への物質含浸方法。
［９］　前記減圧処理が、５０ｋＰａ以下の圧力で実施される、［１］～［８］のいずれ
かに記載の食材への物質含浸方法。
［１０］　減圧状態にある前記物質保持基材と前記食材とを押圧処理することにより、前
記物質排出駆動力と前記物質含浸駆動力とをさらに高める、［１］～［９］のいずれかに
記載の食材への物質含浸方法。
［１１］　前記食材に、冷凍、湿熱加熱、誘電加熱、飽和水蒸気加熱、過熱水蒸気加熱、
加圧加熱、焼成加熱、ジュール加熱、テンダライズ（筋切り）、タンブリング、圧延、脱
水、乾燥、酸処理、アルカリ処理、及び酵素処理からなる群から選択される少なくとも一
種の前処理を実施する、［１］～［１０］のいずれかに記載の食材への物質含浸方法。
［１２］　前記食材が加温された状態で、前記減圧処理を実施する、［１］～［１１］の
いずれかに記載の食材への物質含浸方法。
［１３］　前記基材に保持される物質が、タンパク質、油脂、酵素、多糖類、増粘剤、乳
化剤、澱粉、及び微生物からなる群から選択される少なくとも一種の高分子物質である、
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［１］～［１２］のいずれかに記載の食材への物質含浸方法。
［１４］　前記基材に保持される物質が、栄養成分、機能性成分、抗菌成分、香気成分、
調味料成分、酸化防止剤、着色料、酸味料、ビタミン類、ミネラル類、アミノ酸、及び医
療用造影剤からなる群から選択される少なくとも一種の食品素材である、［１］～［１２
］のいずれかに記載の食材への物質含浸方法。
［１５］　前記物質保持基材と前記食材とを軟質容器に入れた状態で前記減圧処理を実施
する、［１］～［１４］のいずれかに記載の食材への物質含浸方法。
［１６］　［１］～［１５］のいずれかに記載の方法により得られた物質含浸食材を用い
て、チルド食品、冷凍食品、乾燥食品、及び常温流通食品からなる群から選択される物質
含浸加工食品を製造することを特徴とする、物質含浸加工食品の製造方法。
【００１５】
　また、本発明は、食材への物質含浸方法に用いる物質保持基材を提供することができる
。物質保持基材は、高分子物質及び食品素材から選択される物質を保持しており、外観で
認識可能な形状を保持した食材内にこのような物質を効率的に供給できるものである。こ
のような物質保持基材は、減圧処理によって内部構造変化による物質排出駆動力を発生さ
せるために、気体又は気体を発生する液体を含有し、かつ、多孔質構造であり、さらには
特定の最大吸収性能及び最大排出性能を有することができる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明の物質保持基材を用いる食材への物質含浸方法によれば、従来の食材を含浸物質
溶液に完全に浸漬した状態で減圧処理して物質含浸する方法と比較して、含浸物質使用量
を低減化しつつ、十分な含浸物質量を食材内部にまで確実かつ急速に含浸することができ
る。また、基材に保持させる含浸物質量を予め調整しておくことにより、食材内に含浸す
る物質量を任意に調整することもできる。また、予め含浸物質が基材に保持されているか
ら、含浸物質と水などの溶媒を正確に計量して一定の濃度に溶解するなどの含浸物質溶液
の調製が不要で、使用者の事前準備の手間を省くことができ、簡便に食材に物質を含浸す
ることができる。
【００１７】
　例えば、食材を酵素液に完全に浸漬して減圧処理する凍結含浸法を用いて、食材内部に
酵素を含浸し、形状保持軟化食品・調理品を製造・調理する工程において、減圧工程で使
用する酵素量を低減化しつつ、十分な酵素量を食材内部にまで確実かつ急速に含浸するこ
とができる。この時、酵素保持基材から酵素が食材に供給されるから、予め酵素保持基材
を入手するだけで良く、酵素粉末と水などの溶媒を計量して一定の濃度になるよう酵素液
を調製する作業は不要である。使用者は軟らかくしたい食材と酵素保持基材とを準備する
だけでよく、使用者に特別な酵素利用に関する知識も要求しない。
【００１８】
　また、酵素保持基材の酵素保持量を調整した基材を提供すれば、求める食材の軟らかさ
に応じて、酵素保持基材の酵素保持量を基準に使用する酵素保持基材を適宜選択し、確実
に容易にかめる、歯ぐきでつぶせる、舌でつぶせるなどの軟らかさに調整することができ
る。基材への酵素保持量の調整は、異なる濃度の酵素液を調製し、一定量ずつ基材に吸収
させれば、異なる酵素量を保持した基材が作製できる。あるいは、一定濃度の酵素液を用
いて、基材に保持させる酵素液量の調整でも可能である。従来の凍結含浸法では、一定濃
度の酵素液を用いて含浸する場合、食材に含浸する酵素量を調整することは難しく、含浸
後の酵素反応工程で、酵素反応時間を調整して軟化度を制御するしか方法がなく煩雑であ
った。
【００１９】
　また、酵素保持基材が乾燥状態の基材として提供される場合、水などの溶媒を基材に吸
収させて用いることができ、基材に保持された酵素量は一定であるから、その加水量を調
節するだけで、食材に含浸する酵素量を調整することができる。その結果、食材の軟らか
さを適宜調整することもできる。従来、求める軟らかさに応じて、使用する酵素液の酵素
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濃度を使用者は調整する必要があったが、含浸処理に用いる酵素量を調整する必要はなく
、そもそも酵素を計量する必要もない。水などの溶媒を必要量加えるだけの簡単な作業で
済む。
【００２０】
　また、従来の酵素液に浸漬して減圧処理する方法では、減圧処理後に酵素液に浸漬した
状態のまま放置すると、減圧処理後も酵素が食材内部に拡散浸透し、過剰量の酵素が浸み
込むため、過度に軟化し過ぎたり、過剰な酵素分解により苦味や酸味が生成したり、食材
内の栄養成分が溶出したりするなどの課題があった。しかし、吸収性能に優れる本発明の
酵素保持基材は、減圧下でこそ物質排出駆動力の発生により基材に保持される酵素液が基
材外に排出されるが、減圧処理後には再び吸収性能を発揮して食材に含浸しなかった余分
な酵素液は基材に再吸収され酵素液が回収される。そのため、その後に食材に過剰に酵素
が浸透することを最小限にとどめ、製造・調理後の軟化度や呈味性の品質安定性が高い。
すなわち、食材と酵素保持基材を減圧処理した後、そのまま放置して酵素反応させてもよ
く、使用者が必ず酵素液を廃棄するなどの作業と手間を必要としない。さらに、減圧処理
後に酵素液は基材に回収されるから、使用者の手に酵素液が触れる機会も少なく衛生的で
あり、繰り返し酵素保持基材として再利用することから、コスト面でも優れる。
【００２１】
　また、酵素液は基材に保持された状態で使用されるから、基材表面が防水性素材などで
被覆したシート積層構造の場合や、基材が軟質容器内に保持された形態であれば、酵素液
が基材から漏れ出ることが少なく、従来の酵素液を直接扱う場合と比較して、格段に使用
者の手に酵素液が付着する機会を最小限にとどめることができる。例えば、タンパク質分
解酵素などによる手荒れや、酵素調味料飛散による汚れなどを防止でき、安心して酵素を
利用することができる。
【００２２】
　本発明の食材への物質含浸方法によって得た物質含浸食材を用いることで、簡便に物質
含浸加工食品を製造することもできる。
　本発明の食材への物質含浸方法は、物質保持基材から食材に物質を供給する方法で、少
量の物質量で確実かつ急速に食材内部に含浸できるから、含浸物質が高価な成分であれば
あるほど、従来法との含浸コストの低減化が顕著となる。高価な機能性成分や香気成分な
どであっても、低コストで食材に含浸でき、それらを用いた物質含浸加工食品も簡便に、
安価に製造することもできる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の方法を実施する際の物質保持基材と食材との実施形態を示す模式断面図
である。
【図２】本発明の方法を実施する際の物質保持基材と食材との実施形態を示す模式断面図
である。
【図３】本発明の方法を実施する際の物質保持基材と食材との実施形態を示す模式断面図
である。
【図４】本発明の方法を実施する際の物質保持基材と食材との実施形態を示す模式断面図
である。
【図５】本発明の方法を実施する際の物質保持基材と食材との実施形態を示す模式断面図
である。
【図６】本発明の方法を実施する際の物質保持基材と食材との実施形態を示す斜視図であ
る。
【図７】本発明の方法を実施する際の物質保持基材と食材との実施形態を示す斜視図であ
る。
【図８】試験例１４で作製した調味ダイコンの調味液浸透度を比較する食材表面の写真で
ある。
【図９】試験例１４で作製した調味ダイコンの調味液浸透度を比較する食材断面の写真で
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ある。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
（食材への物質含浸方法）
　本発明は、物質保持基材を含浸物質の供給源とし、減圧処理により、外観で認識可能な
形状を保持した食材内に効率的に物質を含浸する方法を提供するものである。
【００２５】
（基材）
　基材としては、食材内に含浸する物質を保持できるものであって、減圧処理によって内
部構造変化による物質排出駆動力を発生するものであれば特に限定されない。このような
特性を発揮するためには、基材は、気体又は気体を発生する液体を含有し、かつ、多孔質
構造であることが好ましい。基材は、多孔質構造を有することにより、常圧下では吸収性
能に優れ、減圧下や押圧下では排出性能に優れ、柔軟性を併せ持つ構造とすることができ
、含浸物質を十分に保持することができる。
【００２６】
　基材は、気体又は気体を発生する液体を含有することにより、減圧処理によって内部構
造変化を起こし、物質排出駆動力を生じる。すなわち、減圧状態に置かれた基材は、基材
内部に包含されている気体の膨張により、基材の内部構造変化が起こる。内部構造が変化
した基材は保水性能に変化が生じ、また基材内部で膨張する気体からの直接の圧力により
、基材に保持されている物質が容易に基材外部へと排出される。
【００２７】
　基材は、基材の重量１ｇ当たり、好ましくは５ｇ以上、より好ましくは１０ｇ以上、さ
らに好ましくは１５ｇ以上の最大吸収性能を有し、かつ好ましくは０．０１ｇ以上、より
好ましくは０．１ｇ以上、さらに好ましくは０．５ｇ以上の最大排出性能を有するもので
ある。ここで、最大吸収性能及び最大排出性能とは下記の方法で測定することができる。
・最大吸収量：常圧下、２０±２℃において基材１ｇを３０秒間水中に完全に浸漬したあ
と、取り出して５ｍｍメッシュの網上に静置し、吸収した水が網の下に自然落下しなくな
るまで静置して、基材の重量増加量を、基材の最大吸収性能とした。
・最大排出量：常圧下、２０±２℃において最大吸収させた基材を、５ｍｍメッシュの網
に載せた状態で、真空容器に入れて２ｋＰａまで減圧した後、そのまま密閉状態で５分間
減圧保持し、吸収した水を排出させ、そのあと大気圧まで復圧し、減圧前後の重量減少量
を基材の最大排出性能とした。
【００２８】
　このような吸収・排出性能を有する基材としては、例えば、パルプやコットン、セルロ
ースなどの天然繊維素材、又はポリプロピレンやポリエチレン、レーヨン、ナイロンなど
の合成繊維素材、又は海綿などの天然樹脂素材、メラミンやポリウレタンなどの合成樹脂
素材、ポリ乳酸を原料とした生分解性プラスチック、あるいはそれら複数の素材を組み合
わせた複合素材で作製された基材を用いることができる。一形態として、吸水紙や綿状パ
ルプなどの紙、繊維を接着や絡み合わせた不織布、繊維を織った織物、樹脂を発砲させた
スポンジなどを、基材として挙げることができる。
【００２９】
　基材の形状は、特に限定されないが、シート状であってもよく、袋状であってもよい。
シートはロール状に巻かれ、必要に応じて自由にカットしたり、切り取り線上で容易にシ
ートを分割できるようになっていたりしても良い。袋は袋口が熱シールできるようになっ
ていても良く、チャック付きでも良い。このような形状の基材と食材との実施形態を、図
面を参照して詳述する。例えば、図１に示す実施形態の模式断面図のように、食材１１を
２枚のシート状の物質保持基材１２で挟むようにして用いることができる。食材の上下に
ある基材を、テープ等の接着剤で綴じて袋状とすることで、食材の隙間を最小限に抑制し
てもよい。また、図２に示す実施形態の模式断面図のように、食材２１を１枚の袋状の物
質保持基材２２で包むようにしてもよい。この場合も開放部をテープ等の接着剤で綴じて
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袋状としてもよい。一実施形態では、冷凍した食材を物質保持基材に入れ、次いで物質保
持基材を綴じて袋状とした後に解凍し、そのままの状態で減圧処理を行い、食材に物質を
含浸することができる。酵素を含浸するための酵素保持基材を用いた場合には、続いて酵
素反応処理及び酵素失活処理等を行うこともできる。このように袋状の物質保持基材を用
いることは、物質保持基材内で一連の処理を行うことができるため、大変簡便である。
【００３０】
　また、図３に示す実施形態の模式断面図のように、包装容器３０に載せた食材３１の上
にシート状の物質保持基材３２を被せ、基材と容器で食材を挟んで用いることもできる。
【００３１】
　基材は、積層構造であってもよく、少なくとも１層が上記吸収・排出性能を有するか、
あるいは積層構造全体で上記吸収・排出性能を実現してもよい。また、基材は、複数の材
質からなる積層構造であってもよい。その場合、基材には、上記吸収・排出性能を有する
吸収材と、速乾性シート等の吸収性能を有さない材質とを組み合わせた積層構造としても
よい。例えば、外面材として、水透過性・吸収性能を有しないポリエチレン製フィルムな
どの材質を用いれば、使用者が扱う際に液ダレや液漏れ等を発生せず、取り扱いに優れる
。また、表面材として、食材の吸収材への付着を防止するような材質（穴あきでもよい）
を用いれば、食材の取り出しが容易となる。このような積層構造の基材と食材との実施形
態を、図面を参照して詳述する。例えば、図４に示す実施形態の模式断面図のように、食
材４１を２枚のシート状の物質保持基材４２で挟むようにしてもよく、物質保持基材４２
は、吸収材４３と外面材４４の積層構造とすることができる。また、図５に示す実施形態
の模式断面図のように、食材５１を２枚のシート状の物質保持基材５２で挟むようにして
もよく、物質保持基材５２は、表面材５５と吸収材５３と外面材５４の積層構造とするこ
とができる。さらに、異なる吸収材を用いて積層構造として吸収性能を調整したり、それ
ぞれの吸収材に異なる含浸物質を保持させて積層構造としたりしても良い。
【００３２】
　基材は、硬質容器や軟質容器等の包装容器に入れた状態で用いてもよい。その場合、基
材は、包装容器中に接着されていてもよいし、取り出し可能な状態で入れられていてもよ
い。このような基材と食材との実施形態を、図面を参照して詳述する。図６に示す実施形
態の斜視図のように、食材６１は、包装容器（パウチ）６０中に入れたシート状の物質保
持基材６２上に置かれている。また、図７に示す実施形態の斜視図のように、食材７１は
、包装容器（パウチ）７０中に入れた包装容器（食品トレイ）７６上のシート状の物質保
持基材７２上に置かれている。シール式真空包装機を使用した減圧処理の場合には、最終
的には食材７１は物質保持基材７２と包装容器７６とともに、包装容器７０により密着包
装されて食材は押圧された脱気包装や真空包装となる。減圧処理前あるいは減圧処理後の
食材が変形しやすい場合には、図７のように食品トレイ上で減圧処理を実施することで、
型崩れを防止することができる。
　なお、図６及び図７では、物質保持基材として１枚のシート状の物質保持基材６２及び
７２のみが図示されているが、食材６１及び７１は、それぞれ、２枚のシート状の物質保
持基材６２及び７２で挟まれていてもよいし、１枚の袋状の物質保持基材６２及び７２で
包まれていてもよい。さらに、物質保持基材６２及び７２は、図４や図５のような２層や
３層などの積層構造であってもよい。
【００３３】
　以上の基材の実施形態において、減圧処理時に基材と食材、基材及び容器と食材との隙
間が少なくなるよう、必要に応じてそれらの接触を固定する重しや留め金などの治具、あ
るいは接着・シール機構が具備されても良い。また、減圧方法や食材の種類によっては、
食材から勢いよく空気や水蒸気が噴出したり、食材から灰汁やドリップなどが溶出したり
する場合もあるため、物質保持基材や食材と接する表面材に微細な穴や切れ目などを設け
ても良い。それは、物質保持基材からの含浸物質溶液等の排出性能や、減圧後の再吸収性
能を増加させる機能としても好適である。
【００３４】
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　基材に下記の含浸物質を付着させる方法は、特に限定されないが、例えば、抄紙法、浸
漬法、含浸法、塗布法、点滴法、グラビア印刷法、又は化学修飾法等を用いることができ
る。例えば、浸漬法の場合、含浸したい物質と必要に応じてバインダーとを溶解させた溶
液中に、含浸物質が基材に十分量保持されるまで、十分な時間にわたって基材を浸漬させ
る。基材は多孔質構造を持つため、含浸物質溶液に浸漬すると毛管現象によって吸収され
る。その際に、さらに基材中に物質が含浸しやすいように減圧や加圧の圧力操作を加えて
もよい。いずれの方法で得られた物質保持基材においても、減圧下においては基材から保
持された含浸物質が基材に含まれた溶媒とともに容易に排出されるように、含浸物質は基
材に穏やかに保持されていることが好ましい。作製された物質保持基材は湿潤状態で保管
されてもよく、さらに含浸物質が変性することがない範囲で、乾燥や冷蔵、冷凍処理して
保管されても良い。
【００３５】
　基材には、バインダーを用いて物質を付着させてもよい。バインダーとしては、食品用
途で利用できるものであればよく、付着性ないし粘着性を持つ物質や、ゲル化剤等の固化
により基材上でコーティング状になる物質も含まれる。バインダーとしては、例えば、米
、小麦やトウモロコシ等のデンプン類、キサンタンガムやメチルセルロース等の増粘多糖
類、単糖、二糖や糖アルコール等の糖類、カゼインやコラーゲン等のタンパク質、及び油
脂や乳化油脂等の脂質等が挙げられる。これらを一種あるいは複数混ぜてバインダーとし
て用いることで、含浸物質は親水性あるいは疎水性などの基材に容易に保持させることが
できる。さらには、基材に加えられた水等の溶媒に、含浸物質を含むバインダーが容易に
溶解・分散し、あるいは基材に保持されたバインダーから容易に含浸物質が遊離して溶解
・分散し、含浸物質は減圧下で容易に基材から排出される。
【００３６】
　物質保持基材は、本発明の方法に用いる際には、湿潤状態であってもよいし、乾燥状態
であってもよい。物質保持基材が湿潤状態であれば、そのまま食材に接触させて用いるこ
とができるため、食材の水分量等には左右されずに本発明の方法を実施することができる
。また、物質保持基材が乾燥状態であれば、物質保持基材に水等の溶媒を吸収させて湿潤
状態として用いることもできるし、あるいは基材に水等の溶媒を添加せず、食材がもつ水
分を基材に吸収させて含浸物質の基材からの排出を容易にし、本発明の方法を実施するこ
ともできる。例えば、乾燥状態の物質保持基材を冷凍食材と接触させ、解凍により食材か
ら溶出したドリップを乾燥状態の基材に吸い取らせることで、本発明の方法を実施するこ
とができる。また、これら基材は、減圧処理での物質排出駆動力を高めるために、基材に
保持された含浸物質の品質が変化しない範囲で加温して用いることもできる。
【００３７】
　基材の厚みは、上記の吸収性能を有するものであれば、特に限定されないが、例えば、
好ましくは０．０５～３０ｍｍであり、より好ましくは０．１～２０ｍｍである。基材が
積層構造である場合、全体で上記厚みを実現してもよい。
【００３８】
（含浸物質）
　食材内に含浸する物質は、高分子物質及び食品素材のいずれからも選択が可能で、１種
又は２種以上を組み合わせて用いることができる。具体的には、高分子物質としては、一
般的に食品の調理や加工に使用されるタンパク質、油脂、酵素、多糖類、増粘剤、乳化剤
、澱粉、及び微生物等が挙げられる。また、食品素材としては、栄養成分、機能性成分、
抗菌成分、香気成分、調味料成分、酸化防止剤、着色料、酸味料、ビタミン類、ミネラル
類（鉄、カルシウム、亜鉛、ヨウ素など）、アミノ酸（グリシン、グルタミン酸、アスパ
ラギン酸など）、医療用検査食に使用されるヨード造影剤（イオパミドールなど）、及び
バリウム造影剤（硫酸バリウムなど）等の医療用造影剤等が挙げられる。これら含浸物質
は基材に保持された物質保持基材として利用される。
【００３９】
　例えば、形状保持軟化食品の製造目的には酵素保持基材を用いて酵素を含浸し、さらに
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離水抑制機能を付与する場合は、酵素及び増粘剤、あるいは酵素及び加工澱粉を保持した
基材等を用いて目的の物質を食材に含浸する。また、ミネラルやビタミン類などの栄養強
化食品とする場合には、それら物質を基材から供給して含浸する。また食材の調味も同時
に行う場合には、調味料やアミノ酸等を保持した基材から供給して含浸する。新食感食品
、機能性食品、造影検査用食品の製造においても同様に、適宜、含浸物質を選択して単独
又は組み合わせてそれらを保持する基材を用いて食品を作製することができる。
【００４０】
　酵素としては、例えば、プロテアーゼ、ペプチダーゼなどタンパク質をアミノ酸及びペ
プタイドに分解する酵素、アミラーゼ、グルカナーゼ、セルラーゼ、ペクチナーゼ、ペク
チンエステラーゼ、ヘミセルラーゼ、β－グルコシダーゼ、マンナーゼ、キシラナーゼ、
アルギン酸リアーゼ、キトサナーゼ、イヌリナーゼ、キチナーゼなどデンプン、セルロー
ス、イヌリン、グルコマンナン、キシラン、アルギン酸、フコイダンなどの多糖類をオリ
ゴ糖に分解する酵素、リパーゼなど脂肪を分解する酵素、パンクレアチン、ペプシンなど
食材の消化・分解作用のある酵素、タンパク質を結着させるトランスグルタミナーゼなど
を例示することができる。これらは１種又は相互に作用を阻害しない範囲で２種以上を組
み合わせて使用することもできる。
【００４１】
　油脂としてはサラダ油、コーン油、大豆油、ゴマ油、菜種油、米油、綿実油、パーム油
、豚油、牛脂、乳脂など一般的に食品として用いられる油脂を例示することができる。油
脂は単独で使用しても良いし、乳化油脂として用いることもできる。あるいは乳化剤のみ
を含浸しても良い。乳化剤としては、例えば、グリセリン脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸
エステルや、レシチン、カゼインナトリウムなど、食品加工に用いられる乳化剤を利用で
きる。
【００４２】
　増粘剤及び澱粉としては、例えば、小麦デンプン、米デンプン、コーンスターチ、馬鈴
薯デンプン、タピオカデンプン、サツマイモデンプン、カードラン、寒天、ゼラチン、ペ
クチン、ＣＭＣ、キサンタンガム、グアーガム、ジェランガム、カラギーナン、ローカス
トビーンガムなどを例示することができる。澱粉は例えば、アセチル化やエステル化、エ
ーテル化やリン酸架橋した加工デンプンなどを利用することもできる。澱粉は未糊化状態
あるいは糊化状態のいずれでも使用することができる。
【００４３】
　香気成分としては、例えば、アセト酢酸エチルやアセトフェノンなどの合成香料や、植
物や動物原料から抽出された天然香料などを例示することができる。これら香気成分は、
食材のマスキング成分として利用することもできる。
【００４４】
　また、抗菌性物質としては、例えば、フマル酸、グリシン、フィチン酸、カテキン、リ
ゾチーム、ローズマリー抽出物、ワサビ抽出物、グレープフルーツ種子抽出物などの日持
ち向上剤を例示することができる。微生物としては、例えば乳酸菌、枯草菌（納豆菌）、
酢酸菌、カビ（コウジカビ、アオカビなど）、酵母（ビール酵母、清酒酵母、パン酵母な
ど）などの発酵食品等で利用されている微生物を例示することができる。
【００４５】
　含浸物質を２種以上組み合わせて使用する場合には、複数の物質が相互に阻害しない範
囲で使用する。さらに、酵素を含浸する場合には、食材内のｐＨを２～１０の範囲で調整
するクエン酸、リンゴ酸、酢酸などの有機酸や、ナトリウム塩、リン酸塩などの塩類を、
酵素とともに基材に保持させておくこともできる。
【００４６】
　これら上記の含浸物質は、基材に保持した後、減圧処理により基材から食材に供給され
る形で含浸される。含浸物質は減圧下で溶媒に溶解又は分散した状態で存在し、基材内で
物質排出駆動力を受け、基材外に排出され、食材に含浸される。
【００４７】
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（食材）
　本発明に用いられる外観で認識可能な形状を保持した食材とは、外観から食材そのもの
が何の食材であるかを十分認識できる形状を保持した食材とすることができる。食材の元
の組織構造をもった形状保持食材とすることができ、ミキサーなどですり潰し、食材組織
が崩壊した流動食やペースト食等は対象としない。通常の食事で食する形状ある食材を利
用でき、食材をそのまま利用することもできるし、切断して利用することもできる。切断
して調製する場合は、例えば、銀杏切り、輪切り、半月切り、短冊切り、スライス切り、
乱切りなどで調製された食材とすることができる。
【００４８】
　このような食材の種類としては動植物性食材のいずれであってもよく、生の状態の食材
や、煮る、焼く、蒸す、揚げるなどの加熱や調理した食材も用いることかができる。具体
的には、ダイコン、ニンジン、牛蒡、筍、生姜、キャベツ、白菜、アスパラガス、葱、玉
葱、ほうれん草、小松菜、ブロッコリー、カリフラワー、胡瓜、茄子、隠元、オクラ、ト
マトなどの野菜類、ジャガイモ、さつまいも、里芋、カボチャなどの芋類、大豆、小豆、
金時豆、黒豆、エンドウ豆、ひよこ豆などの豆類、米、小麦、粟などの穀類、みかん、り
んご、もも、サクランボ、梨、パイナップル、バナナ、梅、苺、栗などの果実類、椎茸、
シメジ、エノキ、ナメコ、松茸、エリンギなどのきのこ類、鯛、鮪、鯵、鯖、鰯、鱈、鰤
、鮭、赤魚、ホッケ、イカ、タコ、ホタテ、アサリ、ハマグリなどの魚介類、鶏肉、豚肉
、牛肉、馬肉、羊肉、猪肉などの肉類、コンブ、海苔、ヒジキなどの藻類などの食材を例
示することができる。更に上記食材を加工した加工食品であってもよい。加工食品として
は、肉団子、ハンバーグ、焼売などの畜肉練製品、卵焼き、オムレツ、ゆで卵などの卵製
品、蒲鉾、竹輪などの水産練製品、漬物、惣菜、麺類、各種菓子など、いずれの加工食品
であってもよい。また、肉じゃが、筑前煮などの惣菜でもよい。これら加工食品は、再成
型によって本発明の組織構造を持った外観で認識可能な形状保持食材とすることができる
。
【００４９】
　このような食材に下記で詳述する減圧処理を施すことにより、食材内部の気体体積変化
による物質含浸駆動力を発生させることができる。より詳細には、減圧処理により食材内
の空気膨張が起こり、食材の組織間隙が膨張空気で満たされた後、復圧することにより、
膨張空気の収縮により物質が含浸される。さらに、食材を加温した状態で減圧処理し、食
材内の水分の沸騰及び膨張、水蒸気の収縮及び凝縮による含浸駆動力を発生させることで
、含浸効果をより高めることもできる。食材内の空気の膨張及び収縮による含浸駆動力と
、水蒸気の収縮及び凝縮による含浸駆動力とは併用してもよく、含浸効果をさらに高める
こともできる。食材内の空気の膨張及び収縮による含浸駆動力を発生させる工程と、食材
内の水分の沸騰及び膨張、水蒸気の収縮及び凝縮による含浸駆動力を発生させる工程とは
、それぞれ複数回行ってもよく、適宜設定することができる。
　ここで、組織間隙とは、例えば、植物性食材であれば細胞と細胞が接着している細胞間
隙、動物性食材であれば筋繊維タンパク質や筋原繊維タンパク質、結合繊維タンパク質な
どのタンパク質繊維間隙や、脂肪細胞間隙などとすることができる。
【００５０】
（食材の前処理）
　食材には、物質の含浸処理に先立って組織を緩和する前処理を施すことができる。組織
を緩和することにより、食材内により強力な物質含浸駆動力を発生させて、食材の中心部
まで物質を効率的に含浸することができる。組織緩和の前処理方法としては、冷凍、湿熱
加熱、誘電加熱、飽和水蒸気加熱、過熱水蒸気加熱、加圧加熱、焼成加熱、ジュール加熱
、テンダライズ（筋切り）、タンブリング、圧延、脱水、乾燥、酸処理、アルカリ処理、
酵素処理などが挙げられ、これらの群から選ばれる１又は２以上を組み合わせて処理する
ことができる。
【００５１】
　冷凍や解凍処理は食材内の水分の氷結晶生成及び融解現象により組織を緩和できる。冷
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凍には、一般的な冷凍装置が使用でき、－１８℃などの緩慢冷凍温度帯から、－４０℃な
どの急速冷凍温度帯も利用できる。急速冷凍では氷結晶が成長しにくく、食材によっては
十分な組織緩和効果が得られない場合もあるが、加熱などの他の組織緩和方法と組み合わ
せることにより利用することができる。
【００５２】
　解凍方法は、自然解凍、流水中解凍、冷蔵庫解凍や、加熱解凍、誘電加熱解凍などを用
いることができる。ただし、食材からのドリップを最小限にとどめる方法が品質の面から
好ましく、食材に応じて適宜選択する。一方で、食材からのドリップを利用して物質保持
基材からの物質含浸を行う場合には、ドリップが多くなるよう解凍方法を選択・調整する
こともできる
【００５３】
　加熱処理を利用した組織緩和方法は、加熱分解による軟化によって、組織を緩和できる
。とりわけ誘電加熱と過熱水蒸気加熱では、加熱による軟化とともに、食材表面の乾燥に
より空隙が生成されることから、相乗的に組織緩和に効果的である。肉類のように動物性
食材の場合には、タンパク質を例えば６５℃以上に加熱して熱変性させて収縮させること
により、組織間に空隙を設けて緩和させることができる。また一方では、例えば６５℃以
下の低温で加熱することにより、組織の柔軟性を残すことで組織をより緩和させることも
できる。
【００５４】
　テンダライズ、タンブリング、圧延処理は、食材の物理的破壊により組織を緩和できる
。特に肉類や魚介類などの食材に用いられ、テンダライズによる筋切りにより組織の柔軟
性を高めることによって組織緩和できる。テンダライザーとして、突き刺し型、ロール回
転型のいずれも利用することができ、刃の密度やピッチ幅は、形状が崩壊しないように食
材の大きさや厚みによって適宜選択することができる。タンブリング処理では、食材の形
状が崩壊しないように回転数を設定して処理することができる。タンブリング処理では食
材への味付けなどを同時に行うこともでき、真空タンブリングを利用することもできる。
圧延処理では、ミートハンマーなどを利用して食材を処理することにより組織を一部破壊
して柔軟化し、組織を緩和させることができる。
【００５５】
　脱水は、食材内の一部水分を取り除くことにより、組織内に空隙ができることから組織
緩和できる。脱水方法として、遠心分離機のような装置を用いてもよく、吸水紙などの吸
水作用をもつ素材に接触させて脱水しても良い。また食塩などの塩類を利用して浸透圧効
果で脱水してもよい。
【００５６】
　乾燥は食材の水分減少により空隙を生成させることで組織を緩和することができる。乾
燥方法は熱風や冷風などの送風乾燥、真空乾燥、凍結乾燥、マイクロ波乾燥などが利用で
きる。本発明では食材内の水の相転移を利用するため、過度に乾燥させることなく、食材
内の一部水分を乾燥させたのち、保管して食材内の水分分布を均質化させると食材内に空
隙が増えて組織が緩和される。
【００５７】
　酸、アルカリ処理は食材組織を変性させることにより組織緩和できる。酸処理としては
クエン酸、リンゴ酸、酢酸、リン酸などの食品添加物が使用でき、アルカリ処理としては
、炭酸塩、リン酸塩、クエン酸塩などの食品添加物が使用できる。酵素処理は食材表面の
組織を分解することにより、食材組織を緩和する。肉類や魚類などの動物性食材では予め
プロテアーゼ酵素液に浸漬し、野菜や果実類の植物性食材では予めペクチナーゼやセルラ
ーゼ酵素液に浸漬し、食材表面を分解することにより組織が緩和される。
【００５８】
　食材の組織を緩和させる前処理を行った後、さらに加温処理を施してもよい。加温温度
としては、食材温度を５０℃以上に加温することが好ましく、さらに６０℃以上に加温す
るとより好ましい。食材の加温方法としては、煮る、焼く、蒸す、揚げるなど、食材の調
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理、加工に用いられる方法であればいずれの方法も用いることができる。また加熱方法と
して、湿熱加熱、誘電加熱、飽和水蒸気加熱、過熱水蒸気加熱、焼成加熱、ジュール加熱
が例示でき、伝導、輻射、対流によるいずれの加熱原理を用いても良い。
【００５９】
（減圧処理）
　本発明の方法においては、上記の物質保持基材と食材とを同時に減圧処理することによ
り、物質保持基材の内部構造変化による物質排出駆動力と、食材内部の気体体積変化によ
る物質含浸駆動力とを同時に発生させる。上述の物質排出駆動力により物質保持基材から
物質が排出され、排出された物質が食材に接触し、上述の物質含浸駆動力により内部へと
速やかに供給される。
【００６０】
　減圧処理時には、物質保持基材と食材とは接触した状態であることが好ましいが、両者
の間に隙間が生じていてもよく、物質保持基材から排出された含浸物質溶液が食材表面に
塗布された状態、あるいは食材の周りを覆う状態にあればよい。
【００６１】
　減圧処理は、十分な物質排出駆動力と物質含浸駆動力とを生じる圧力であればよいが、
例えば、好ましくは５０ｋＰａ以下の圧力、より好ましくは４０ｋＰａ以下の圧力、さら
に好ましくは３０ｋＰａ以下の圧力、さらにより好ましくは２０ｋＰａ以下の圧力で実施
することができる。また、減圧処理の時間は、物質が食材内に十分に含浸できれば特に限
定されないが、例えば、好ましくは１０秒以上６０分以下、より好ましくは２０秒以上４
０分以下、さらに好ましくは３０秒以上３０分以下である。
【００６２】
　本発明の方法においては、食材に物質含浸駆動力を発生させる減圧方法として、（１）
食材内の空気の膨張及び収縮により物質含浸駆動力を発生させる減圧処理、（２）食材内
の水分の沸騰及び膨張、水蒸気の収縮及び凝縮により物質含浸駆動力を発生させる減圧処
理、のいずれでも実施することができる。後者の食材内の水分の圧力変化を利用した含浸
駆動力は、前者の減圧含浸法である食材内の空気の圧力変化を利用した物質含浸駆動力よ
りも著しく大きく、より急速に基材から供給される含浸物質を食材中心部まで導入するこ
とができる。食材の種類や大きさ、減圧装置の種類等で適宜選択して利用することができ
る。以下、本発明における圧力処理及び物質の含浸原理について詳述する。
【００６３】
（１）食材内の空気の膨張及び収縮により物質含浸駆動力を発生させる減圧処理
　食材を減圧処理することにより、食材内の空気は圧力低下に反比例して膨張する。膨張
空気は食材内の組織構造の強度以上の膨張力に到達すると、細胞間隙等の組織間を押し広
げつつ膨張する。食材内の組織間隙空間体積よりも増加した膨張空気は、食材外に排出さ
れる。食材内の組織間隙が膨張空気で満たされた後、減圧状態が保持されている場合は、
一定時間経過後に、食材内にとどまった膨張空気の膨張力よりも、食材表面に存在する物
質保持基材から排出されて供給されている含浸物質溶液の浸透圧が優り、食材への物質浸
透が始まる。最後に、減圧から常圧状態に圧力を復帰すると、圧力の上昇に伴って膨張空
気は収縮するため、食材内外の圧力差が生じ、食材表面に供給されている含浸物質溶液が
更に食材内へと浸透し、物質含浸が終了する。
　この減圧処理時には、物質保持基材内では、同様に基材内に含まれる空気の基材内膨張
が起こり、空気膨張圧力により、基材に保持されている含浸物質溶液が基材外に排出され
る。したがって、基材外への含浸物質溶液の排出量は、基材が包含している空気量や基材
の水親和性等の影響を受けるため、基材ごとに物質排出性能は異なる。一方、食材におい
ても、食材の組織構造の硬さや組織繊維方向、食材を構成する成分等によって食材内空気
の膨張力は異なるため、食材内で発生する含浸駆動力も食材によって異なる。しかしなが
ら、本発明においては、物質含浸駆動力及び物質排出駆動力の大小にかかわらず、減圧下
で食材及び基材にそれぞれ含浸駆動力と排出駆動力が同時に発生すれば、減圧下での物質
保持基材からの食材内部への物質含浸が急速に行われる。この減圧処理による物質含浸で
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は、単に食材を含浸物質溶液に浸漬して物質の拡散移動により浸透する場合と比較して、
含浸時間は短く、その効果は食材形状が大きいほど高い。また単に物質を浸み込ませた物
質保持シートを食材に接触させる場合との比較においても、減圧処理により発生する含浸
駆動力と排出駆動力の有無の差は大きく、その含浸時間は短時間化される。
　また、従来の含浸物質溶液中に完全に浸漬して減圧処理する場合（凍結含浸法）と比較
すると、減圧処理での食材内での含浸駆動力の発生は変わりない。凍結含浸法は食材表面
に含浸物質溶液が十分量存在するから、食材に物質が速やかに含浸される。本発明では、
減圧処理前は従来法と異なり食材表面には含浸物質溶液がほとんど存在しない。しかし減
圧処理により食材に含浸駆動力が生じると同時に、物質保持基材からは含浸物質溶液が排
出され食材周囲に含浸物質溶液が万遍なく速やかに満たされる。排出された含浸物質溶液
は、食材と基材で挟まれた空間内に満たされるが、物質保持基材は柔軟性を持つから、基
材と食材に挟まれた少量の空間を満たすだけの含浸物質溶液が基材から排出されていれば
、食材への均一かつ急速な物質含浸は達成でき、含浸物質溶液中で減圧処理する従来法よ
りも、必要とする含浸物質溶液量は格段に少なくすむ。
【００６４】
（２）食材内の水分の沸騰及び膨張、水蒸気の収縮及び凝縮により物質含浸駆動力を発生
させる減圧処理
　食材を減圧処理する点は（１）の方法と同様であるが、加温した食材を用いる点で（１
）と異なる。大気圧下では水は１００℃で沸騰するが、減圧下では１００℃以下で沸騰し
水蒸気となる。物質が液体から気体となる相転移が起こる温度と圧力の関係は一意に決ま
っており、水においては例えば下記数式（Ｉ）（アントワン式）により求めることができ
る。
【数１】

【００６５】
　加温した食材を減圧下に置くと、理論値では食材温度（食材の中心温度）６０℃（３３
３Ｋ）の食材では約２０ｋＰａ、７０℃（３４３Ｋ）では約３１ｋＰａ、８０℃（３５３
Ｋ）では約４７ｋＰａ下で沸騰する。食材内の水の体積は、沸騰して気化することにより
著しく増加する。沸騰温度によって体積増加量は異なるものの、理論上１，０００倍以上
に体積を増加させることができる。（１）の食材内空気の膨張による空気体積増加量より
も、格段に（２）の水蒸気体積増加量の方が大きい。そのため、組織緩和した食材におい
て、組織間隙の水分は体積が著しく増加しながら、組織緩和した食材内の組織間隙を速や
かに水蒸気で満たすことができ、（１）と比較して食材内に発生する含浸駆動力は大きく
、物質含浸にかかる時間も短い。
【００６６】
　この食材内の水の沸騰は、組織間隙全体が水蒸気で満たされるまでの間、継続して発生
させることが好ましい。食材内の水は、その食材温度の水蒸気圧に達すると急激に沸騰す
るものの、食材の温度は気化熱により低下する。そのため、食材温度の水蒸気圧に到達後
、その圧力で定圧維持する、あるいはさらに減圧してもその圧力低下速度が遅い場合には
、食材内で水の沸騰は継続して起こらず、結果、食材内の一部の水のみの沸騰にとどまる
。食材内の組織間隙にある水を沸騰させ食材組織間隙全体に渡って水蒸気で満たすために
は、気化熱による食材温度の低下に合わせて、食材にかかる圧力を更に減じ、食材内の水
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分が継続して沸騰するよう、圧力を制御することが求められる。あるいは減圧下の食材を
外部から伝熱ヒーターや電子レンジなどにより加温し、食材温度の低下を抑制して、継続
して食材内の水分を沸騰させてもよい。
【００６７】
　食材にかかる圧力が、食材温度の水蒸気圧に到達後にさらに圧力を制御して食材内の水
を継続して沸騰させる方法においては、具体的には、水の気化熱に伴う食材の温度低下に
合わせて、蒸気圧曲線のアントワン式で計算した水蒸気圧（食材内の水が沸騰する圧力）
以下になるように、食材にかかる圧力（例えば減圧槽の庫内圧力）を制御すればよい。す
なわち、減圧下で食材が沸騰する圧力に達した後、食材にかかる圧力Ｐ（ｋＰａ）を、気
化熱に伴い低下する食材温度Ｔ’（Ｋ）において上記アントワン式で計算した水蒸気圧Ｐ
’（ｋＰａ）に対してＰ＜Ｐ’となるように制御して、食材内の水の沸騰状態を維持すれ
ばよい。
【００６８】
　この圧力制御においては、減圧処理開始時のＰ＞Ｐ’状態から、減圧処理時間ｔ１にお
いてＰ＝Ｐ’となり、食材内の水の沸騰が始まる。その後はＰ＜Ｐ’となり食材内の水の
沸騰状態が継続する。品温が下がるか、あるいは食材にかかる圧力を上昇させることによ
り、ｔ２においてＰ＝Ｐ’となり、食材内での水の沸騰は終了してＰ＞Ｐ’となる。この
沸騰開始時間ｔ１から沸騰終了時間ｔ２までのＰ＜Ｐ’となる圧力区間において、ＰとＰ
’との圧力差の総和が大きいほど食材内の水は全体にわたって確実に沸騰し、後述する（
iii）において強力な物質含浸駆動力が得られる。Ｐ’とＰの圧力差の総和は、時間ｔ１

からｔ２までの各圧力値の積分値の差から求めることができる。
【００６９】
　すなわち、ｘ軸を減圧処理時間ｔ、ｙ軸を圧力ｐとした時間と圧力のグラフにおいて、
食材にかかる圧力Ｐ及び食材温度Ｔ’でのアントワン式で計算した水蒸気圧Ｐ’の減圧処
理時間ｔに対する圧力変化の関数としてそれぞれｐ＝Ｐ（ｔ）、ｐ＝Ｐ’（ｔ）とすると
、ｔ＝ｔ１からｔ＝ｔ２までのＰとＰ’の圧力変化曲線で囲まれた面積が圧力差の総和で
あり、下記数式（ＩＩ）で計算することができる。
【数２】

（式中、Ｓ：圧力差総和値（ｋＰａ・ｓ ）、ｔ：減圧処理時間（ｓ）、
　Ｐ（ｔ）：減圧処理時間ｔにおける、食材にかかる圧力Ｐ（ｋＰａ）、
　Ｐ’（ｔ）：減圧処理時間ｔにおける、食材温度Ｔ’でのアントワン式で計算した水蒸
気圧Ｐ’（ｋＰａ）、
　ｔ１：Ｐ＝Ｐ’となり、食材内の水の沸騰が開始するまでの減圧開始からの時間（ｓ）
、
　ｔ２：Ｐ＝Ｐ’となり、食材内の水の沸騰が終了するまでの減圧開始からの時間（ｓ）
）
【００７０】
　圧力差総和値Ｓが、好ましくは１１５ｋＰａ・ｓ以上、より好ましくは１２０ｋＰａ・
ｓ以上５０００ｋＰａ・ｓ以下、さらに好ましくは１３０ｋＰａ・ｓ以上３０００ｋＰａ
・ｓ以下、さらにより好ましくは１５０ｋＰａ・ｓ以上１０００ｋＰａ・ｓ以下、最も好
ましくは１７０ｋＰａ・ｓ以上８５０ｋＰａ・ｓ以下となるように設計するとよい。この
圧力差総和値Ｓは、食材中心温度の変化から食材中心部の水の水蒸気圧を計算し、食材に
かかる圧力との差から求めている。そのため、圧力差総和値Ｓが上記条件を満足すれば、
食材中心部で本願の物質含浸処理が十分に実施されており、しかるに、食材の大きさにか
かわらず、その食材に物質が十分に含浸される。
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【００７１】
　圧力差総和値Ｓの上記の条件を満足させる一つの方法として、減圧過程での沸騰開始圧
力を１０ｋＰａ以上となるよう設定し、続いて圧力をＰ＜Ｐ’になるように制御する方法
が挙げられる。１０ｋＰａ以上で沸騰させ、引き続き減圧処理することにより、Ｐ＜Ｐ’
の沸騰状態を継続でき、更に生じた水蒸気を膨張させて組織間隙を速やかに水蒸気で満た
すことができる。この水蒸気膨張は、ボイル・シャルルの法則により、圧力の低下に反比
例して起こる。沸騰圧力から圧力を減ずれば減ずるほど膨張率は高まるため、沸騰開始圧
力が高いほど好ましい。
【００７２】
　例えば、食材を予め５０℃以上、より好ましくは６０℃以上に加温した食材を用いて急
速に減圧処理することにより、沸騰開始圧力を１０ｋＰａ以上に設定することができる。
ここで急速な減圧処理の平均減圧速度（大気圧から設定した圧力まで到達するのにかかる
時間から、「（設定圧力－大気圧）／時間」、で求められる平均減圧速度）は、絶対値で
、例えば、０．７ｋＰａ／ｓ以上、好ましくは１．０～１０１ｋＰａ／ｓ、より好ましく
は１．５～１０１ｋＰａ／ｓとすることができる。８０℃に加温した食材を急速に減圧す
ると、食材内の水は約４０ｋＰａで沸騰し、相転移により急激に体積が増加して（理論値
で約１，５００倍）組織間隙に満たされ、食材内部からの水蒸気排出が見られる。さらに
１ｋＰａまで連続して減圧すると、ボイル・シャルルの法則により、気化した水蒸気が急
激に体積膨張し（理論値で約４０倍）、組織間隙がより速やかに水蒸気で満たされる。実
際の食材内では食材組織構造により理論値（約６０，０００倍）どおりの体積増加や膨張
は得られないものの、水体積の沸騰に伴う増加と水蒸気の膨張、及びその収縮と凝縮によ
り発生する物質含浸駆動力は、これまでの食材内空気の膨張及び収縮を含浸駆動力よりも
著しく大きい。従来の減圧含浸処理では、大気圧から１ｋＰａへの減圧により、組織間隙
の空気が約１００倍に膨張して組織間隙を空気で満たす。食材内の空気の膨張よりも水の
相転移に伴う体積増加率の方が著しく大きく、速やかに組織間隙を気体で満たすことがで
きる。
【００７３】
　次に、組織間隙を水蒸気で満たしたあと、食材に含浸物質が接触した状態で常圧まで復
帰する昇圧処理を行い、水蒸気を収縮、あるいは凝縮を行うことで、食材内への物質含浸
駆動力を得て食材に接触させた物質を速やかに含浸することができる。同時に減圧処理さ
れた物質保持基材からは、基材内部の空気の膨張により含浸物質溶液が排出され食材表面
に供給されるから、速やかに食材内に物質が含浸される。なお、予め実施する組織緩和処
理の状態によっては、組織間隙のみならず食材組織内（細胞内、繊維内）にも物質が含浸
される。
【００７４】
　食材内への物質含浸は、組織間隙に満たされた水蒸気の状態変化によって行われる。組
織間隙を水蒸気で満たしたあと、復圧工程に移行し、圧力を昇圧することによって組織間
隙の水蒸気を収縮させ、また水蒸気を相転移（凝縮）させて体積減少させることにより、
食材組織間隙の内圧と外圧の著しい圧力差を生じさせ、組織間隙に物質を含浸させる。
【００７５】
　食材の復圧は、食材の組織間隙を水蒸気で満たしたあと昇圧することにより行う。昇圧
を開始し、食材にかかる圧力Ｐ（ｋＰａ）が、食材温度Ｔ’（Ｋ）を用いてアントワン式
で計算した水蒸気圧Ｐ’（ｋＰａ）に対して上回る（Ｐ＞Ｐ’）までの圧力区間において
は、１ｋＰａ／ｓ以下で緩慢に昇圧させ、食材内の水蒸気の体積収縮と凝縮による体積減
少を行うことで、強力な物質の含浸駆動力を発生させ含浸することができる。
【００７６】
　水分の圧力変化を利用した物質含浸駆動力は大きく、常圧まで完全に復圧せずとも、わ
ずかな昇圧により食材内部まで物質を含浸できる。このことは、急激に昇圧すると物質が
含浸される以前に組織間隙が潰れ、十分に食材中心部まで物質が含浸できない場合があり
、また、食材の縮みや形状崩壊にもつながる。そのためＰ＞Ｐ’となるまでの圧力区間に
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おいては、昇圧速度を緩慢に設定して昇圧することが望ましい。この緩慢な昇圧区間以降
の大気圧までの復圧工程は、その昇圧速度を必ずしも設定する必要はないが、例えば、１
．０～１０１ｋＰａ／ｓ、あるいは１０～１０１ｋＰａ／ｓで急速に昇圧させることがで
きる。また、物質量をより大量に含浸したり、含浸物質に粘性があり、復圧工程で食材の
形状変化が見られる場合には、緩慢昇圧区間のあとに、さらに昇圧速度を設定した圧力区
間を一つあるいは複数設定して大気圧まで段階的に復圧しても良い。例えばＰ＝Ｐ’とな
る圧力が５ｋＰａであった場合に、さらに１０ｋＰａまで、あるいは２０ｋＰａまでを第
２緩慢昇圧区間と設定することもでき、第２緩慢昇圧区間として、その平均昇圧速度を２
０ｋＰａ／ｓ以下、好ましくは０．０１～１５ｋＰａ／ｓと設定することもできる。また
、食材によっては、緩慢昇圧区間終了後、再減圧及び再昇圧して、従来の食材内空気の膨
張と収縮現象を利用した圧力操作を短時間に繰り返して、より含浸効果を高めることもで
きる。すなわち、（１）の食材内の空気の膨張及び収縮による含浸駆動力と、（２）の食
材内の水分の沸騰及び膨張、水蒸気の収縮及び凝縮による含浸駆動力とを併用することで
、より含浸効果を高めることもできる。食材内の空気の膨張及び収縮による含浸駆動力を
発生させる工程と、食材内の水分の沸騰及び膨張、水蒸気の収縮及び凝縮による含浸駆動
力を発生させる工程とは、それぞれ複数回行ってもよく、適宜設定することができる。
【００７７】
　なお、設定した圧力まで減圧したあと、気化熱や含浸物質、器材等の外部接触物により
食材温度が低下して、食材温度における水蒸気圧が設定圧力と等しくなるまで復圧工程を
実施せず圧力保持する方法も可能である。その場合、５分や１０分などの一定時間を圧力
保持区間とするのではなく、食材温度における水蒸気圧と保持圧力とが等しくなる時点ま
でを圧力保持区間とし、その後は急速に常圧まで復圧する復圧工程を実施することができ
、物質含浸にかかる減圧処理時間を効率的に設計することもできる。しかしながら、含浸
工程全体をより短時間に効率的に実施するには、Ｐ＞Ｐ’とするために減圧後に直ちに１
ｋＰａ／ｓ以下の緩慢昇圧を実施する方が好適である。 
【００７８】
　以上、本発明の減圧処理では（１）でも（２）でも用いることができる。なお、（１）
及び（２）において、減圧処理時に、物質保持基材と食材とを押圧処理することにより、
物質排出駆動力と物質含浸駆動力とをさらに高めることができる。押圧処理は、外部から
機械的な操作によって圧力を加えてもよいし、大気圧による圧力であってもよい。
【００７９】
（圧力装置）
　本発明の方法における減圧処理には、減圧装置として、例えば、真空ポンプを備えた真
空缶、真空包装機、真空冷却機などの汎用の減圧装置が利用できる。家庭用でも業務用で
も良い。減圧装置は、好ましくは減圧・復圧速度を任意に設定できる装置を具備するもの
であり、減圧下で物質保持基材や食材を加温等、温度制御できてもよい。食材の減圧処理
は、容器に入れた状態で密閉可能な減圧庫内に設置して実施でき、また食材を入れた硬質
容器や軟質容器等の容器内で減圧処理して実施することもできる。硬質容器としては、例
えば、缶、瓶、陶器、磁器、及び樹脂成形容器等を用いることができる。軟質容器として
は、例えば、フレキシブルパウチ及びフィルム成形容器等を用いることができる。それら
容器に物質保持基材が積層され、容器と基材が一体成形されているものを用いてもよい。
【００８０】
（物質含浸食材）
　本発明の方法によれば、外観で認識可能な形状を保持した状態で物質が含浸された食材
を得ることができる。含浸された物質が軟化酵素であれば、酵素反応により食材を軟化さ
せて、形状保持軟化食材を得ることができる。形状保持軟化食材の硬さは、咀嚼・嚥下困
難者用の食品に適した硬さとして、クリープメーター（山電製）やテンシプレッサー（タ
ケトモ電機製）などの物性測定装置を用いて、品温２０℃±２℃に調整した形状保持軟化
食材を、直径３ｍｍのプランジャーを用いて１０ｍｍ／ｓで食材の厚みの７０％を圧縮し
て得られる破断強度（最大応力）が、好ましくは１．０×１０3Ｎ／ｍ２以上２．０×１
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０６Ｎ／ｍ２以下、より好ましくは３．０×１０３Ｎ／ｍ２以上１．０×１０６Ｎ／ｍ２

以下、さらに好ましくは５．０×１０３Ｎ／ｍ２以上５．０×１０５Ｎ／ｍ２以下に調整
することが好ましい。
【００８１】
（物質含浸加工食品）
　本発明の方法によれば、物質含浸食材に更なる加工処理を施して加工食品とすることが
できる。加工処理として、例えば、加熱、冷凍、乾燥などを物質含浸食材に施し、日持ち
のよい加工食品を製造することもできるし、含浸食品を加工原料として、新たな加工食品
を製造することもできる。物質含浸加工食品としては、チルド食品、冷凍食品、乾燥食品
、及び常温流通食品等が挙げられる。
【実施例】
【００８２】
　本発明の物質含浸方法について、以下の実施例により具体的に説明するが、本発明はこ
れらの実施例によって限定されるものではない。
【００８３】
［試験例１］
（実施例１）
＜基材準備＞　　　　　　 
・基材の種類：パルプ製不織布
・基材のサイズ：縦９ｃｍ、横９．５ｃｍの長方形にカットして使用した。基材の厚みは
１．４ｍｍ、重量は０．６５５ｇであった。 　　　　　　　　　
・基材の吸収・排出性能：最大吸収性能２０．９４ｇ／１ｇ基材であり、最大排出性能３
．５７ｇ／１ｇ基材であった。 　　　　　　　　　
【００８４】
＜食材調製＞
　以下の手順で食材を調製した。
１．市販の鶏ムネ肉を－２０℃で一晩以上冷凍した。
２．解凍した鶏ムネ肉を１ｃｍ厚にスライスした。
３．スライスした鶏ムネ肉を縦５ｃｍ、横２．５ｃｍ、高さ１ｃｍの直方体にカットした
。カットした鶏ムネ肉の重量は、約１７～２０ｇであった。
４．カットした鶏ムネ肉を筋切機（ＪＡＣＣＡＲＤ製）でテンダライズして、物質含浸用
食材を調製した。
【００８５】
＜含浸物質溶液調製＞
・含浸物質としてタンパク質分解酵素（植物由来プロテアーゼ、新日本化学工業（株）製
）を使用した。
・１％食塩水に溶解して０．０５％（ｗ／ｖ）に調製した。
【００８６】
＜物質保持基材の作製＞
　以下の手順で物質保持基材を作製した。
１．含浸物質溶液（酵素液）に、上記で準備した基材を３０秒間浸漬した。
２．５ｍｍメッシュの網の上に取り出して過剰に浸み込んだ酵素液を自然落下させた。
３．酵素液を最大吸収させた基材を、物質保持基材として用いた。基材重量０．６５５ｇ
に対して、吸収した酵素液量は約１３ｇであった。
【００８７】
＜減圧装置＞
　減圧装置として真空盤（（株）アズワン製、ＶＺ型）に真空ポンプ（アルバック機工（
株）製、ＧＬＤ-０５０）を接続した真空含浸装置を用いた。
【００８８】
＜減圧処理＞
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　以下の手順で減圧処理を行って、食材内に物質を含浸した。
１．上記で作製した物質保持基材を二つ折りにして、縦９ｃｍ、横４．２５ｃｍとした。
２．上記で調製した食材を物質保持基材の間に挟んで試料とした。
３．底面のサイズが基材のサイズと同等のアルミバットに試料を移した。
４．真空ポンプを接続した真空含浸装置内に試料を入れたアルミバットをセットして減圧
処理を行った。
５．真空含浸装置内の圧力が２ｋＰａに到達後、減圧弁を閉じて密閉状態として、５分間
保持した。
６．減圧弁を開放して大気圧まで戻して、含浸処理を終了して、物質含浸食材を得た。
【００８９】
＜酵素反応及び酵素失活処理＞
　以下の手順で酵素反応及び酵素失活処理を行った。
１．基材から物質含浸食材を取り出して、４℃の冷蔵庫で３０分静置して酵素反応を行っ
た。
２．８０℃設定のスチームコンベクションオーブン（（株）マルゼン製）で酵素反応後の
食材を２０分加熱して、酵素を完全に失活させた。
３．室温（２０℃）まで自然冷却して、軟化食材を得た。
【００９０】
（比較例１－１）
　酵素保持基材を使用せずに、実施例１と等量の１３ｇの酵素液に食材を５分間浸漬した
。その後、減圧処理を行わなかった以外は実施例１と同様にして、軟化食材を得た。なお
、酵素液１３ｇ中に物質含浸用食材を漬けると、食材が３ｍｍ程度浸漬した状態となった
。
【００９１】
（比較例１－２）
　酵素保持基材を使用せずに、実施例１と等量の１３ｇの酵素液に食材を５分間浸漬した
。その後、酵素液に食材を浸漬した状態で、実施例１と同様に減圧処理、酵素反応及び酵
素失活処理を施して、軟化食材を得た。
【００９２】
（比較例１－３）
　減圧処理を行わずに常圧下で食材と酵素保持基材とを５分間接触させて、物質保持基材
から食材に酵素を浸透させた以外は実施例１と同様にして、軟化食材を得た。
【００９３】
（比較例１－４）
・実施例１で調製した筋切りした食材を、酵素処理せず、８０℃で２０分加熱処理した。
得られた食材をコントロールとした。
【００９４】
＜物性測定評価＞
　上記で得られた軟化食材の硬さを、テンシプレッサー（（有）タケトモ電機製）を用い
て測定した。硬さは、直径５ｍｍの中空型プランジャーを速度１０ｍｍ／ｓで７０％貫入
して得られる最大応力（Ｎ／ｍ２）の値とした。なお、１試料の５カ所を測定した平均値
で求めた。結果を表１に示した。
【００９５】
（結果）
　実施例１及び比較例１－１～１－３を比較例１－４と比べた結果、実施例１が最も軟ら
かく食べやすい鶏ムネ肉であった。硬いものが噛みにくい高齢者でも食べやすい容易にか
める硬さに調整することができた。
　一方、酵素液への浸漬のみ（比較例１－１）、物質保持基材への接触のみ（比較例１－
３）で、減圧処理を行わなかった場合では食材が軟化せず、比較例１－４のコントロール
と官能評価でも違いは感じられなかった。
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　酵素液に浸漬した状態で減圧処理して酵素含浸させた比較例１－２では、酵素液に浸っ
ていた下部は軟らかく感じられたが、上部は硬かった。そのため、食材の上下で硬さが異
なり、不均一な食感で食べにくかった。
　以上のとおり、物質保持基材を使用して減圧処理を行う本発明の方法により、鶏ムネ肉
全体が軟らかい軟化鶏ムネ肉を作製することができた。すなわち、減圧下で、物質保持基
材から物質排出駆動力が生じて酵素液が排出され、食材には物質含浸駆動力が生じて酵素
液が含浸された。従来、食材全体が酵素液に浸漬して酵素含浸処理が行われているが、本
発明の方法を用いれば、食材全体を完全に浸漬できない酵素液量であっても、短時間に食
材内部にまで酵素を浸透できることが分かった。そのため、酵素液量の削減にも繋がり、
コストを低減することができる。
　なお、２群間の検定では、実施例１と比較例１－４との間において、有意な差が見られ
た。
【００９６】
【表１】

【００９７】
［試験例２］
（実施例２－１）
＜基材準備＞
・基材の種類：パルプ製
・基材のサイズ：縦６ｃｍ、横３ｃｍの長方形にカットして使用した。基材の厚みは１．
４ｍｍ、重量は０．１１ｇであった。
・基材の吸収・排出性能：最大吸収性能２０．９４ｇ／１ｇ基材であり、最大排出性能３
．５７ｇ／１ｇ基材であった。
【００９８】
＜試料調製＞
　以下の手順で食材を調製した。
１．市販の鶏ムネ肉を－２０℃で一晩以上冷凍した。
２．解凍した鶏ムネ肉を１ｃｍ厚にスライスした。
３．スライスした鶏ムネ肉を縦５ｃｍ、横２．５ｃｍ、高さ１ｃｍの直方体にカットした
。カットした鶏ムネ肉の重量は、約１７～２０ｇであった。
４．カットした鶏ムネ肉を筋切機（ＪＡＣＣＡＲＤ製）でテンダライズして、物質含浸用
食材を調製した。
【００９９】
＜含浸物質溶液調製＞
・含浸物質としてタンパク質分解酵素（植物由来プロテアーゼ、新日本化学工業（株）製
）を使用した。
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・１％食塩水に溶解して０．０５％（ｗ／ｖ）に調製した。
【０１００】
＜物質保持基材の作製＞
　以下の手順で物質保持基材を作製した。
１．含浸物質溶液（酵素液）に、上記で準備した基材を３０秒間浸漬した。
２．５ｍｍメッシュの網の上に取り出して過剰に浸み込んだ酵素液を自然落下させた。
３．酵素液を最大量吸収させた基材を、物質保持基材として用いた。基材重量０．１１ｇ
に対して、吸収した酵素液量は約２．２ｇであった。
【０１０１】
＜減圧装置＞
　減圧装置として真空盤（（株）アズワン製、ＶＺ型）に真空ポンプ（アルバック機工（
株）製、ＧＬＤ-０５０）を接続した真空含浸装置を用いた。
【０１０２】
＜減圧処理＞
　以下の手順で減圧処理を行って、食材内に物質を含浸した。　　　　　　　 
１．上記で調製した食材を物質保持基材の上に載せて、さらにもう１枚の物質保持基材を
食材の上面に載せて、２枚の物質保持基材で食材を挟んで試料とした。
２．底面サイズが縦１２ｃｍ、横９．５ｃｍのアルミバットに試料を移した。
３．真空ポンプを接続した真空含浸装置内に試料を入れたアルミバットをセットして減圧
処理を行った。
４．真空含浸装置内の圧力が２ｋＰａに到達後、減圧弁を閉じて密閉状態として、５分間
保持した。
５．減圧弁を開放して大気圧まで戻して、含浸処理を終了して、物質含浸食材を得た。
【０１０３】
＜酵素反応及び酵素失活＞
　以下の手順で酵素反応及び酵素失活処理を行った。
１．基材から物質含浸食材を取り出して、４℃の冷蔵庫で３０分静置して酵素反応を行っ
た。
２．８０℃設定のスチームコンベクションオーブン（（株）マルゼン製）で酵素反応後の
食材を２０分加熱して、酵素を完全に失活させた。
３．室温（２０℃）まで自然冷却して、軟化食材を得た。
【０１０４】
（実施例２－２）
　食材の上面のみに物質保持基材を載せた以外は、実施例２－１と同様にして、軟化食材
を得た。
【０１０５】
（実施例２－３）
　食材を物質保持基材の上に載せて、食材の上面には物質保持基材を載せなかった以外は
、実施例２－１と同様にして、軟化食材を得た。
【０１０６】
（比較例２－１）
　実施例２－１で調製した食材を酵素処理せず８０℃で２０分加熱処理した。得られた食
材をコントロールとした。
【０１０７】
（比較例２－２）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　物質保持基材を使用せずに、実施例２－１と等量の４．４ｇの酵素液に物質含浸用食材
を５分間浸漬した。その後、酵素液に物質含浸用食材を浸漬した状態で、実施例１と同様
に減圧処理、酵素反応及び酵素失活処理を施して、軟化食材を得た。なお、酵素液４．４
ｇ中に物質含浸用食材を漬けると、食材が１ｍｍ程度浸漬した状態となった。
【０１０８】
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＜物性測定評価＞
　上記で得られた軟化食材の硬さを、試験例１と同様にして測定した。結果を表２に示し
た。
【０１０９】
（結果）
　実施例２－１は、歯ぐきでつぶせるほど軟らかくなり、介護用食品としての十分な品質
であった。
　実施例２－２は、実施例２－１よりも硬い結果となったが、不均一感はなく、均一に軟
らかさが増して容易に噛みやすかった。
　実施例２－３は、実施例２－２よりもさらに硬めの結果となったが、比較例２－１より
有意に軟らかく、噛みやすく、食べやすさが向上した。
　実施例２－２と実施例２－３では基材と食材の接触面が上下で異なるが、食材の上面に
被せて、食材が容器と基材で密閉される方がより好ましいことが分かった。
　比較例２－２は、比較例２－１に比べて軟らかくはなったが、実施例２－１と等量の酵
素量を使用したにもかかわらず、実施例２－１と同等の軟らかさには達しなかった。比較
例２－２は、実施例２－２や実施例２－３に近い物性値を示したが、官能評価では、酵素
液に触れていない上面は硬さが残り、不均一感が感じられた。
　物性値が同等であっても、基材を用いた方が食感に優れ、かつ少量の酵素液量で軟らか
くすることができた。
【０１１０】
【表２】

【０１１１】
［試験例３］
（実施例３－１）
＜基材準備＞
・基材の種類：パルプ製
・基材のサイズ：縦１０ｃｍ、横７ｃｍの長方形にカットして使用した。基材の厚みは１
．４ｍｍ、重量は０．５ｇであった。
・基材の吸収・排出性能：最大吸収性能２０．９４ｇ／１ｇ基材であり、最大排出性能３
．５７ｇ／１ｇ基材であった。
【０１１２】
＜試料調製＞
　以下の手順で食材を調製した。
１．市販の鶏ムネ肉を－２０℃で一晩以上冷凍した。
２．解凍した鶏ムネ肉を１ｃｍ厚にスライスした。
３．スライスした鶏ムネ肉を縦５ｃｍ、横３．５ｃｍ、高さ１ｃｍの直方体にカットした
。カットした鶏ムネ肉の重量は、約２３～２５ｇであった。
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４．カットした鶏ムネ肉を筋切機（ＪＡＣＣＡＲＤ製）でテンダライズして、物質含浸用
食材を調製した。
【０１１３】
＜含浸物質溶液調製＞
・含浸物質としてタンパク質分解酵素（植物由来プロテアーゼ、新日本化学工業（株）製
）を使用した。
・１％食塩水に溶解して０．００６２５％（ｗ／ｖ）に調製した。
【０１１４】
＜物質保持基材の作製＞
　以下の手順で物質保持基材を作製した。
１．含浸物質溶液（酵素液）に、上記で準備した基材を３０秒間浸漬した。
２．５ｍｍメッシュの網の上に取り出して過剰に浸み込んだ酵素液を自然落下させた。
３．酵素液を最大量吸収させた基材を、物質保持基材として用いた。基材重量０．５ｇに
対して、吸収した酵素液量は約１０ｇであった。
【０１１５】
＜減圧装置＞
　減圧装置として真空盤（（株）アズワン製、ＶＺ型）に真空ポンプ（アルバック機工（
株）製、ＧＬＤ-０５０）を接続した真空含浸装置を用いた。
【０１１６】
＜減圧処理＞
　以下の手順で減圧処理を行って、食材内に物質を含浸した。　　　　　　　 
１．上記で調製した食材を物質保持基材の上に載せて、さらにもう１枚の物質保持基材を
食材の上面に載せて、２枚の物質保持基材で食材を挟んで試料とした。
２．底面サイズが縦１２ｃｍ、横９．５ｃｍのアルミバットに試料を移した。
３．真空ポンプを接続した真空含浸装置内に試料を入れたアルミバットをセットして減圧
処理を行った。
４．真空含浸装置内の圧力が２ｋＰａに到達後、減圧弁を閉じて密閉状態として、５分間
保持した。
５．減圧弁を開放して大気圧まで戻して、含浸処理を終了して、物質含浸食材を得た。
【０１１７】
＜酵素反応及び酵素失活＞
　以下の手順で酵素反応及び酵素失活処理を行った。
１．基材から物質含浸食材を取り出して、４℃の冷蔵庫で３０分静置して酵素反応を行っ
た。
２．８０℃設定のスチームコンベクションオーブン（（株）マルゼン製）で酵素反応後の
食材を２０分加熱して、酵素を完全に失活させた。
３．室温（２０℃）まで自然冷却して、軟化食材を得た。
【０１１８】
（実施例３－２）
　含浸物質溶液中のタンパク質分解酵素の濃度を０．０１２５％（ｗ／ｖ）に変更した以
外は、実施例３－１と同様にして、軟化食材を得た。
【０１１９】
（実施例３－３）
　含浸物質溶液中のタンパク質分解酵素の濃度を０．０２５％（ｗ／ｖ）に変更した以外
は、実施例３－１と同様にして、軟化食材を得た。
【０１２０】
（実施例３－４）
　含浸物質溶液中のタンパク質分解酵素の濃度を０．０５％（ｗ／ｖ）に変更した以外は
、実施例３－１と同様にして、軟化食材を得た。
【０１２１】
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（比較例３）
　実施例３－１で調製した食材を酵素処理せず８０℃で２０分加熱処理した。得られた食
材をコントロールとした。
【０１２２】
＜物性測定評価＞
　上記で得られた軟化食材の硬さを、試験例１と同様にして測定した。結果を表３に示し
た。
【０１２３】
（結果）
　物質保持基材中の酵素濃度が高い程食材が軟らかくなった。実施例３－１は噛みやすい
、実施例３－２は容易にかめる、実施例３－３は容易にかめる、実施例３－４は歯ぐきで
つぶせる軟らかさとなった。したがって、基材に保持させる含浸物質溶液量は一定として
、物質保持基材中の酵素濃度を変更することにより食材内への酵素含浸量を調節し、健常
者向けの食べやすい軟らかさから、要介護者向けのやわらか食まで作製することができた
。いずれの実施例においても、食材内に酵素が均一に含浸されていた。
【０１２４】
【表３】

【０１２５】
［試験例４］
（実施例４－１）
＜基材準備＞
・基材の種類：パルプ製
・基材のサイズ：縦１０ｃｍ、横７ｃｍの長方形にカットして使用した。基材の厚みは１
．４ｍｍ、重量は０．５ｇであった。
・基材の吸収・排出性能：最大吸収性能２０．９４ｇ／１ｇ基材であり、最大排出性能３
．５７ｇ／１ｇ基材であった。
【０１２６】
＜試料調製＞
　以下の手順で食材を調製した。
１．市販の鶏ムネ肉を－２０℃で一晩以上冷凍した。
２．解凍した鶏ムネ肉を１ｃｍ厚にスライスした。
３．スライスした鶏ムネ肉を縦５ｃｍ、横３．５ｃｍ、高さ１ｃｍの直方体にカットした
。カットした鶏ムネ肉の重量は、約２３～２５ｇであった。
４．カットした鶏ムネ肉を筋切機（ＪＡＣＣＡＲＤ製）でテンダライズして、物質含浸用
食材を調製した。
【０１２７】
＜含浸物質溶液調製＞
・含浸物質としてタンパク質分解酵素（植物由来プロテアーゼ、新日本化学工業（株）製
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）を使用した。
・１％食塩水に溶解して０．０５％（ｗ／ｖ）に調製した。
【０１２８】
＜物質保持基材の作製＞
　以下の手順で物質保持基材を作製した。
１．含浸物質溶液（酵素液）に、上記で準備した基材２枚を３０秒間浸漬させた。
２．５ｍｍメッシュの網の上に取り出して過剰に浸み込んだ酵素液を自然落下させた。
３．酵素液を吸収させた基材を物質保持基材として用いた。基材重量０．５ｇ（１枚）に
対して吸収した酵素液量はそれぞれ１０．４７ｇであった。
【０１２９】
＜酵素液排出量の測定＞
１．上記で作製した酵素液保持量が同一の物質保持基材２枚（使用基材１ｇ分）を５ｍｍ
メッシュの網に載せたまま、小型真空容器に入れて２ｋＰａまで減圧した。
２．密閉状態で５分間減圧保持して大気圧まで開放した。基材重量の減少量を酵素液排出
量とした。結果を表４に示した。
　なお、基材１ｇに含ませたのと同量の酵素液をアルミバットに入れて、同様に減圧処理
した際の重量変化をブランクとした。減圧下排出量は、測定値からブランク値を差し引い
た値とした。
【０１３０】
＜減圧装置＞
　減圧装置として真空盤（（株）アズワン製、ＶＺ型）に真空ポンプ（アルバック機工（
株）製、ＧＬＤ-０５０）を接続した真空含浸装置を用いた。　
【０１３１】
＜減圧処理＞
　以下の手順で減圧処理を行って、食材内に物質を含浸した。
１．上記で調製した食材を物質保持基材の上に載せて、さらにもう１枚の物質保持基材を
食材の上面に載せて、２枚の物質保持基材で食材を挟んで試料とした。
２．底面サイズが縦１２ｃｍ、横９．５ｃｍのアルミバットに試料を移した。
３．真空ポンプを接続した真空含浸装置内に試料を入れたアルミバットをセットして減圧
処理を行った。
４．真空含浸装置内の圧力が２ｋＰａに到達後、減圧弁を閉じて密閉状態として、５分間
保持した。
５．減圧弁を開放して大気圧まで戻して、含浸処理を終了して、物質含浸食材を得た。
【０１３２】
＜酵素反応及び酵素失活＞
　以下の手順で酵素反応及び酵素失活処理を行った。
１．基材から物質含浸食材を取り出して、４℃の冷蔵庫で３０分静置して酵素反応を行っ
た。
２．８０℃設定のスチームコンベクションオーブン（（株）マルゼン製）で酵素反応後の
食材を２０分加熱して、酵素を完全に失活させた。
３．室温（２０℃）まで自然冷却して、軟化食材を得た。
【０１３３】
（実施例４－２）
　物質保持基材に含まれる酵素液量を実施例４－１の８７．５％量に変更した以外は、実
施例４－１と同様にして、軟化食材を得た。
　なお、物質保持基材は以下の方法で作製した。実施例４－１と同様に準備した重量０．
５ｇの基材を２枚準備し、それぞれに準備した含浸物質溶液（酵素液）を滴下して９．１
６５ｇを吸収させる点滴法により作製して用いた。
【０１３４】
（実施例４－３）
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　物質保持基材に含まれる酵素液量を実施例４－１の７５％量に変更した以外は、実施例
４－１と同様にして、軟化食材を得た。なお、物質保持基材の作製は、滴下して吸収させ
る物質液量を７．８５５ｇとした以外は実施例４－２と同様にして作製した。
【０１３５】
（実施例４－４）
　物質保持基材に含まれる酵素液量を実施例４－１の５０％量に変更した以外は、実施例
４－１と同様にして、軟化食材を得た。なお、物質保持基材の作製は、滴下して吸収させ
る物質液量を５．２３５ｇとした以外は実施例４－２と同様にして作製した。
【０１３６】
（実施例４－５）
　物質保持基材に含まれる酵素液量を実施例４－１の４０％量に変更した以外は、実施例
４－１と同様にして、軟化食材を得た。なお、物質保持基材の作製は、滴下して吸収させ
る物質液量を４．１９ｇとした以外は実施例４－２と同様にして作製した。
【０１３７】
（比較例４）
　実施例４－１で調製した食材を酵素処理せず８０℃で２０分加熱処理した。得られた食
材をコントロールとした。
【０１３８】
＜物性測定評価＞
　上記で得られた軟化食材の硬さを、試験例１と同様にして測定した。結果を表４に示し
た。
【０１３９】
（結果）
　実施例４－１～４－５では、酵素液保持量の減少に伴って、減圧下での酵素液排出量も
減少した。また、酵素液排出量の増加に伴って、鶏ムネ肉は軟化した。実施例４－４及び
実施例４－５の鶏ムネ肉の硬さは、検定では有意差がなかったが、官能では比較例４と比
較して噛みやすかった。
　物性測定値及び官能評価から、減圧下において少なくとも０．０１ｇ以上／１ｇ基材、
好ましくは０．１ｇ以上／１ｇ基材、より好ましくは０．５ｇ以上／１ｇ基材の酵素液排
出量を有する物質保持基材を用いることが望ましい。
　本発明の方法においては、１種類の酵素濃度溶液を調製すれば、基材の酵素保持量を調
節するだけで食材内への物質含浸量を調節でき、食材の軟化度を任意に調節できる。
【０１４０】
【表４】

【０１４１】
［試験例５］
（実施例５－１）
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＜基材準備＞
・基材の種類：パルプ製
・基材のサイズ：縦１０ｃｍ、横１１ｃｍの長方形にカットして使用した。基材の厚みは
０．８ｍｍ、重量は０．５ｇであった。
・基材の吸収・排出性能：最大吸収性能１０．５２ｇ／１ｇ基材であり、最大排出性能０
．６５ｇ／１ｇ基材であった。
【０１４２】
＜試料調製＞
　以下の手順で食材を調製した。
１．市販の鶏ムネ肉を－２０℃で一晩以上冷凍した。
２．解凍した鶏ムネ肉を１ｃｍ厚にスライスした。
３．スライスした鶏ムネ肉を縦５ｃｍ、横３．５ｃｍ、高さ１ｃｍの直方体にカットした
。カットした鶏ムネ肉の重量は、約２３～２５ｇであった。
４．カットした鶏ムネ肉を筋切機（ＪＡＣＣＡＲＤ製）でテンダライズして、物質含浸用
食材を調製した。
【０１４３】
＜含浸物質溶液調製＞
・含浸物質としてタンパク質分解酵素（植物由来プロテアーゼ、新日本化学工業（株）製
）を使用した。
・１％食塩水に溶解して０．０５％（ｗ／ｖ）に調製した。
【０１４４】
＜物質保持基材の作製＞
　上記で準備した基材２枚に、それぞれ含浸物質溶液（酵素液）５．２６ｇを滴下して吸
収させ、物質保持基材を作製した。
【０１４５】
＜酵素液排出量の測定＞
１．上記で作製した物質保持基材２枚（使用基材１ｇ分）を５ｍｍメッシュの網に載せた
まま、小型真空容器に入れて２ｋＰａまで減圧した。
２．密閉状態で５分間減圧保持して大気圧まで開放した。基材重量の減少量を酵素液排出
量とした。結果を表５に示した。参考までに、酵素液排出量の値が同等の実施例４－３の
結果を併記した。
　なお、基材１ｇに含ませたのと同量の酵素液をアルミバットに入れて、同様に減圧処理
した際の重量変化をブランクとした。減圧下排出量は、測定値からブランク値を差し引い
た値とした。
【０１４６】
＜減圧装置＞
　減圧装置として真空盤（（株）アズワン製、ＶＺ型）に真空ポンプ（アルバック機工（
株）製、ＧＬＤ-０５０）を接続した真空含浸装置を用いた。
【０１４７】
＜減圧処理＞
　以下の手順で減圧処理を行って、食材内に物質を含浸した。
１．上記で調製した食材を物質保持基材の上に載せて、さらにもう１枚の物質保持基材を
食材の上面に載せて、２枚の物質保持基材で食材を挟んで試料とした。
２．底面サイズが縦１２ｃｍ、横９．５ｃｍのアルミバットに試料を移した。
３．真空ポンプを接続した真空含浸装置内に試料を入れたアルミバットをセットして減圧
処理を行った。
４．真空含浸装置内の圧力が２ｋＰａに到達後、減圧弁を閉じて密閉状態として、５分間
保持した。
５．減圧弁を開放して大気圧まで戻して、含浸処理を終了して、物質含浸食材を得た。
【０１４８】
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＜酵素反応及び酵素失活＞
　以下の手順で酵素反応及び酵素失活処理を行った。
１．基材から物質含浸食材を取り出して、４℃の冷蔵庫で３０分静置して酵素反応を行っ
た。
２．８０℃設定のスチームコンベクションオーブン（（株）マルゼン製）で酵素反応後の
食材を２０分加熱して、酵素を完全に失活させた。
３．室温（２０℃）まで自然冷却して、軟化食材を得た。
【０１４９】
（比較例５）
　実施例５－１で調製した食材を８０℃で２０分加熱処理した。得られた食材をコントロ
ールとした。
【０１５０】
＜物性測定評価＞
　上記で得られた軟化食材の硬さを、試験例１と同様にして測定した。結果を表５に示し
た。
【０１５１】
（結果）
　基材の性能が異なっても、減圧下での酵素液排出量が同等であれば、食材内への物質含
浸量は同等となり、食材の軟化度も同等となった。
【０１５２】
【表５】

【０１５３】
［試験例６］
（実施例６－１）
＜基材準備＞
・基材の種類：パルプ製
・基材のサイズ：縦１０ｃｍ、横７ｃｍの長方形にカットして使用した。基材の厚みは１
．４ｍｍ、重量は０．５ｇであった。
・基材の吸収・排出性能：最大吸収性能２０．９４ｇ／１ｇ基材であり、最大排出性能３
．５７ｇ／１ｇ基材であった。
【０１５４】
＜試料調製＞
　以下の手順で食材を調製した。
１．市販の鶏ムネ肉を－２０℃で一晩以上冷凍した。
２．解凍した鶏ムネ肉を１ｃｍ厚にスライスした。
３．スライスした鶏ムネ肉を縦４ｃｍ、横３ｃｍ、高さ１ｃｍの直方体にカットした。カ
ットした鶏ムネ肉の重量は、約１１～１５ｇであった。
４．カットした鶏ムネ肉を筋切機（ＪＡＣＣＡＲＤ製）でテンダライズして、物質含浸用
食材を調製した。
【０１５５】
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＜含浸物質溶液調製＞
・含浸物質としてタンパク質分解酵素（植物由来プロテアーゼ、新日本化学工業（株）製
）を使用した。
・１％食塩水に溶解して０．０５％（ｗ／ｖ）に調製した。
【０１５６】
＜物質保持基材の作製＞
　上記で準備した基材に含浸物質溶液（酵素液）１０ｇを滴下して吸収させ、物質保持基
材を作製した。
【０１５７】
＜減圧装置＞
・減圧装置として家庭用真空包装機（（株）ワイドシステム、真空パックんＰＬＵＳ、キ
ャニスター付き）を用いた。
・本機の真空ポンプ能力はカタログ値で脱気圧６６３ｍｍＨｇであり、実測値で最大到達
減圧圧力は約１４ｋＰａであった。
【０１５８】
＜減圧処理＞
　以下の手順で減圧処理を行って、食材内に物質を含浸した。
１．上記で調製した食材を物質保持基材の上に載せて、基材を折りたたんで食材の上下を
基材で包んで試料とした。
２．家庭用真空包装機に付属のキャニスター容器（７００ｍＬ容量）に試料を移した。
３．家庭用真空包装機本体とキャニスター容器を付属のホースで接続した。
　なお、キャニスター内の圧力を測定できるよう、接続ホースに圧力計を設置した。
４．キャニスター減圧スイッチを入れて減圧処理した。ポンプを４回（約５秒×４回）稼
働させた（バッチ式減圧処理）。
５．キャニスター内の圧力が１５ｋＰａに到達後、キャニスター蓋の開閉スイッチを閉じ
た。
６．５分間保持した後に開閉スイッチを開けて常圧に復帰し、含浸処理を終了して、物質
含浸食材を得た。
【０１５９】
＜酵素反応及び酵素失活＞
　以下の手順で酵素反応及び酵素失活処理を行った。
１．基材から物質含浸食材を取り出して、４℃の冷蔵庫で３０分静置して酵素反応を行っ
た。
２．８０℃設定のスチームコンベクションオーブン（（株）マルゼン製）で酵素反応後の
食材を２０分加熱して、酵素を完全に失活させた。
３．室温（２０℃）まで自然冷却して、軟化食材を得た。
【０１６０】
（実施例６－２）
　減圧処理においてキャニスター内の圧力を２０ｋＰａに変更した以外は実施例６－１と
同様にして、軟化食材を得た。
【０１６１】
（実施例６－３）
　減圧処理においてキャニスター内の圧力を３０ｋＰａに変更した以外は実施例６－１と
同様にして、軟化食材を得た。
【０１６２】
（実施例６－４）
　減圧処理においてキャニスター内の圧力を４０ｋＰａに変更した以外は実施例６－１と
同様にして、軟化食材を得た。
【０１６３】
（実施例６－５）
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　減圧処理においてキャニスター内の圧力を５０ｋＰａに変更した以外は実施例６－１と
同様にして、軟化食材を得た。
【０１６４】
（比較例６）
　実施例６－１で調製した食材を酵素処理せずに８０℃で２０分加熱処理した。得られた
食材をコントロールとした。
【０１６５】
＜物性測定評価＞
　上記で得られた軟化食材の硬さを、試験例１と同様にして測定した。結果を表６に示し
た。
【０１６６】
（結果）
　実施例６－１～６－５においてキャニスター内の圧力を１５ｋＰａ～５０ｋＰａの範囲
で変化させて減圧処理を行ったところ、いずれも比較例６のコントロールに比べて食材が
軟化した。
　また、官能評価においても、鶏ムネ肉内部がムラなく軟らかく噛みやすくなっており、
食材中心部への酵素の含浸が確認できた。
　なお、実施例６－５（減圧処理圧力：５０ｋＰａ）では他の実施例に比べて最大応力が
低くなっているが、これは食材のバラツキによる影響と考えられ、実施例６－１～６－５
では官能評価で同等の噛みやすさであった。
【０１６７】

【表６】

【０１６８】
［試験例７］
（実施例７－１）
＜基材準備＞
・基材の種類：パルプ製
・基材のサイズ：縦１２ｃｍ、横９．５ｃｍの長方形にカットして使用した。基材の厚み
は１．４ｍｍ、重量は０．８ｇであった。
・基材の吸収・排出性能：最大吸収性能２０．９４ｇ／１ｇ基材であり、最大排出性能３
．５７ｇ／１ｇ基材であった。
【０１６９】
＜試料調製＞
　以下の手順で食材を調製した。
１．市販の豚ヒレ肉を－２０℃で一晩以上冷凍した。
２．解凍した豚ヒレ肉を１ｃｍ厚にスライスした。
３．スライスした豚ヒレ肉を縦４．５ｃｍ、横３．５ｃｍ、高さ１ｃｍの直方体にカット
した。カットした豚ヒレ肉の重量は、約２０～２５ｇであった。
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４．カットした豚ヒレ肉を筋切機（ＪＡＣＣＡＲＤ製）でテンダライズして、物質含浸用
食材を調製した。
【０１７０】
＜含浸物質溶液調製＞
・含浸物質としてタンパク質分解酵素（植物由来プロテアーゼ、新日本化学工業（株）製
）を使用した。
・１％食塩水に溶解して０．２％（ｗ／ｖ）に調製した。
【０１７１】
＜物質保持基材の作製＞
　以下の手順で物質保持基材を作製した。
１．上記で準備した基材に含浸物質溶液（酵素液）２０ｇを滴下して、最大吸収量（約１
６ｇ）を吸収させた。
２．５０℃の定温乾燥機内に２時間静置して基材を乾燥させて、乾燥状態の物質保持基材
を得た。
【０１７２】
＜減圧装置＞
　減圧装置として業務用真空包装機（（株）ＴＯＳＥＩ Ｖ－３８０Ｇ）を用いた。
【０１７３】
＜減圧処理＞
　以下の手順で減圧処理を行って、食材内に物質を含浸した。
１．乾燥状態の物質保持基材に２０ｇの水を添加して湿潤状態に戻した。
２．上記で調製した食材を物質保持基材の上に載せて、基材を折りたたんで食材の上下を
基材で包んで試料とした。
３．底面サイズが縦１２ｃｍ、横９．５ｃｍのアルミバットに試料を移した。
４．業務用真空包装機内に試料を入れたアルミバットをセットして減圧処理を行った。
５．真空度９８％に到達後、５分間保持した。
６．減圧を解除して大気圧まで戻して、含浸処理を終了して、物質含浸食材を得た。
【０１７４】
＜酵素反応及び酵素失活＞
　以下の手順で酵素反応及び酵素失活処理を行った。
１．基材から物質含浸食材を取り出して、４℃の冷蔵庫で３０分静置して酵素反応を行っ
た。
２．８０℃設定のスチームコンベクションオーブン（（株）マルゼン製）で酵素反応後の
食材を２０分加熱して、酵素を完全に失活させた。
３．室温（２０℃）まで自然冷却して、軟化食材を得た。
【０１７５】
（実施例７－２）
　乾燥後の物質保持基材を６か月間室温保存して用いた以外は実施例７－１と同様にして
、軟化食材を得た。
【０１７６】
（比較例７）
　実施例７－１で調製した食材を８０℃で２０分加熱処理した。得られた食材をコントロ
ールとした。
【０１７７】
＜物性測定評価＞
　上記で得られた軟化食材の硬さを、テンシプレッサー（（有）タケトモ電機製）を用い
て測定した。硬さは、直径３ｍｍの円柱型プランジャーを速度１０ｍｍ／ｓで７０％貫入
して得られる最大応力（Ｎ／ｍ２）の値とした。なお、硬さは、１試料の１０カ所を測定
した平均値で求めた。結果を表７に示した。
【０１７８】
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（結果）
　乾燥状態の物質保持基材を使用直前に湿潤状態に戻して用いても、食材内に物質を含浸
することができ、軟化食材を得ることができた。乾燥状態の物質保持基材を長期間保存後
に使用しても、食材内に物質を含浸することができた。
　実施例７－１及び７－２はいずれも、比較例７のコントロールと比較して十分に軟らか
く、容易にかめる、歯ぐきでつぶせる軟らかさまで軟化した。
【０１７９】
【表７】

【０１８０】
［試験例８］
（実施例８）
＜基材準備＞
・基材の種類：パルプ製
・基材のサイズ：縦１１．５ｃｍ、横９．５ｃｍの長方形にカットして使用した。基材の
厚みは１．４ｍｍ、重量は０．７５ｇであった。
・基材の吸収・排出性能：最大吸収性能２０．９４ｇ／１ｇ基材であり、最大排出性能３
．５７ｇ／１ｇ基材であった。
【０１８１】
＜試料調製＞
　以下の手順で食材を調製した。
１．生の１ｃｍ厚のニンジン（半月切り）と１ｃｍ厚のダイコン（半月切り）を準備した
。
２．９８℃設定のスチームコンベクションオーブン（（株）マルゼン製）でニンジンは３
０分、ダイコンは４０分加熱した。
３．室温まで放冷したあと、－２０℃で一晩以上冷凍して、物質含浸用食材を調製した。
【０１８２】
＜含浸物質溶液調製＞
・含浸物質として植物組織崩壊酵素（カビ由来、ヤクルト薬品工業（株）製）を使用した
。
・１．０％（ｗ／ｖ）のクエン酸緩衝溶液に溶解して０．５％（ｗ／ｖ）に調製した。
【０１８３】
＜物質保持基材の作製＞
　以下の手順で物質保持基材を作製した。
１．含浸物質溶液（酵素液）に、上記で準備した基材を３０秒間浸漬した。
２．５ｍｍメッシュの網の上に取り出して過剰に浸み込んだ酵素液を自然落下させた。
３．酵素液を最大量吸収させた基材を、物質保持基材として用いた。基材重量０．７５ｇ
に対して、吸収した酵素液量は約１５．５ｇであった。
【０１８４】
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＜減圧装置＞
　減圧装置として真空盤（（株）アズワン製、ＶＺ型）に真空ポンプ（アルバック機工（
株）製、ＧＬＤ-０５０）を接続した真空含浸装置を用いた。
【０１８５】
＜減圧処理＞
　以下の手順で減圧処理を行って、食材内に物質を含浸した。
１．ニンジン及びダイコンを流水中で解凍した。
２．解凍したニンジン２個（合計２４．３ｇ）とダイコン２個（合計３６．６ｇ）を物質
保持基材の上に載せて、さらにもう１枚の物質保持基材を食材の上面に被せて２枚の物質
保持基材で挟んだ。物質保持基材の４辺をホッチキスで止めて袋状にして、試料とした。
３．底面サイズが縦１２ｃｍ、横９．５ｃｍのアルミバットに試料を移した。
４．真空ポンプを接続した真空含浸装置内に試料を入れたアルミバットをセットして減圧
処理を行った。
５．真空含浸装置内の圧力が２ｋＰａに到達後、減圧弁を閉じて密閉状態として、５分間
保持した。
６．減圧弁を開放して大気圧まで戻して、含浸処理を終了して、物質含浸食材を得た。
【０１８６】
＜酵素反応及び酵素失活＞
　以下の手順で酵素反応及び酵素失活処理を行った。
１．基材から物質含浸食材を取り出して、４℃の冷蔵庫で１６時間静置して酵素反応を行
った。
２．９５℃設定のスチームコンベクションオーブン（（株）マルゼン製）で酵素反応後の
食材を１０分加熱して、酵素を完全に失活させた。
３．室温（２０℃）まで自然冷却して、軟化食材を得た。
【０１８７】
（比較例８－１）
　冷凍したニンジン及びダイコンを流水中で解凍した後、物質含浸処理せずに、９５℃設
定のスチームコンベクションオーブン（（株）マルゼン製）で１０分加熱処理した。得ら
れた食材をコントロールとした。
【０１８８】
（比較例８－２）
　物質保持基材を用いずに、食材が完全に浸る十分量の酵素液に常圧下で５分間浸漬した
。食材の浸漬に用いた容器は、底面サイズが縦１２ｃｍ、横９．５ｃｍのアルミバットと
し、十分に浸かる酵素液量として７５ｇを必要とした。
　浸漬処理後の食材を減圧処理しなかった以外は実施例８と同様にして、軟化食材を得た
。
【０１８９】
＜物性測定評価＞
　上記で得られた軟化食材の硬さを、試験例７と同様にして測定した。結果を表８に示し
た。
【０１９０】
（結果）
　実施例８のニンジン及びダイコンはいずれも、比較例８－１のコントロールに比べて軟
らかく、硬さが５．０×１０４Ｎ／ｍ２以下であり、ＵＤＦ「歯ぐきでつぶせる」の区分
に合致し、高齢者用食品として利用できる軟らかさであった。
　一方、比較例８－２のように酵素液に浸漬するだけでは、食材中心部まで酵素が浸透せ
ず、コントロールと同じ食べやすい軟らかさから変化なく、酵素利用の効果がほとんど得
られなかった。
　肉類の動物性食材のみならず、野菜類でも酵素保持基材を用いて酵素を中心部まで含浸
できた。
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　物質保持基材を用いることで、食材重量（ニンジン及びダイコンの合計約６１ｇ）の約
半量の３１ｇの酵素液量で食材内に効率的に酵素を含浸することができた。
【０１９１】
【表８】

【０１９２】
［試験例９］
（実施例９－１）
＜基材準備＞
・基材の種類：表面材（ポリオレフィン製フィルム）と吸収材（パルプ製不織布）との２
層構造。
・基材のサイズ：縦１６ｃｍ、横８ｃｍの長方形にカットして使用した。基材の厚みは０
．９ｍｍ、重量は１．０ｇであった。
・基材の吸収・排出性能：最大吸収性能１４ｇ／１ｇ基材であり、最大排出性能１．２９
ｇ／１ｇ基材であった。
【０１９３】
＜試料調製＞
　以下の手順で食材を調製した。
１．市販の豚ヒレ肉を－２０℃で一晩以上冷凍した。
２．解凍した豚ヒレ肉を１ｃｍ厚にスライスした。
３．スライスした豚ヒレ肉を縦４．５ｃｍ、横３．５ｃｍ、高さ１ｃｍの直方体にカット
した。カットした豚ヒレ肉の重量は、約２０～２５ｇであった。
４．カットした豚ヒレ肉を筋切機（ＪＡＣＣＡＲＤ製）でテンダライズして、物質含浸用
食材を調製した。
【０１９４】
＜含浸物質溶液調製＞
・含浸物質としてタンパク質分解酵素（植物由来プロテアーゼ、新日本化学工業（株）製
）を使用した。
・１％食塩水に溶解して０．１％（ｗ／ｖ）に調製した。
【０１９５】
＜物質保持基材の作製＞
　上記で準備した基材に含浸物質溶液（酵素液）１４ｇを滴下して吸収させ、物質保持基
材を得た。
【０１９６】
＜減圧装置＞
・減圧装置として家庭用真空包装機（（株）ワイドシステム、真空パックんＰＬＵＳ、キ
ャニスター付き）を用いた。
・本機の真空ポンプ能力はカタログ値で脱気圧６６３ｍｍＨｇであり、実測値で最大到達
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減圧圧力は約１４ｋＰａであった。
【０１９７】
＜減圧処理＞
　以下の手順で減圧処理を行って、食材内に物質を含浸した。
１．上記で調製した食材を物質保持基材の表面材の上に載せて、基材を折りたたんで食材
の上下を基材で包んで試料とした。
２．家庭用真空包装機に付属のキャニスター容器（７００ｍＬ容量）に試料を移した。
３．家庭用真空包装機本体とキャニスター容器を付属のホースで接続した。
　なお、キャニスター内の圧力を測定できるよう、接続ホースに圧力計を設置した。
４．キャニスター減圧スイッチを入れて減圧処理した。ポンプを４回（約５秒×４回）稼
働させた（バッチ式減圧処理）。
５．キャニスター内の圧力が１５ｋＰａに到達後、キャニスター蓋の開閉スイッチを閉じ
た。
６．５分間保持した後に開閉スイッチを開けて常圧に復帰し、含浸処理を終了して、物質
含浸食材を得た。
【０１９８】
＜酵素反応及び酵素失活＞
　以下の手順で酵素反応及び酵素失活処理を行った。
１．基材から物質含浸食材を取り出して、４℃の冷蔵庫で１６時間静置して酵素反応を行
った。
２．８０℃設定のスチームコンベクションオーブン（（株）マルゼン製）で酵素反応後の
食材を２０分加熱して、酵素を完全に失活させた。
３．室温（２０℃）まで自然冷却して、軟化食材を得た。
【０１９９】
（実施例９－２）
＜減圧処理＞
　以下の手順で減圧処理を行って、食材内に物質を含浸した。
１．実施例９－１で調製した試料を真空包装袋内に入れたあと、キャニスターは用いず、
真空包装袋をシーラー部にセットし、袋内を直接減圧処理して真空パックした。
２．減圧処理開始後１０秒程度で食材及び基材は真空包装袋を介して大気圧がかかり、押
圧された（パック式含浸処理）。
３．真空包装袋から食材を取り出して、物質含浸食材を得た。
【０２００】
　実施例９－１と同様にして酵素反応及び酵素失活を行い、軟化食材を得た。
【０２０１】
（比較例９）
　実施例９－１で調製した食材を８０℃で２０分加熱処理した。得られた食材をコントロ
ールとした。
【０２０２】
＜物性測定評価＞
　上記で得られた軟化食材の硬さを、試験例７と同様にして測定した。なお、硬さは、１
試料の５カ所を測定した平均値で求めた。結果を表９に示した。
【０２０３】
（結果）
　減圧処理方式は、バッチ式（実施例９－１）でも、真空包装袋を用いたパック式（実施
例９－２）でも食材内に物質を含浸することができ、コントロールと比較した場合に、食
材内部まで十分に軟らかく、容易にかめる軟らかさであった。
　実施例９－２では、減圧処理開始により基材の物質排出駆動力と食材への含浸駆動力と
が同時に生じるが、脱気されるにしたがって真空包装袋を介して、大気圧がかかり始める
。基材には大気圧による押圧により更なる物質排出駆動力が働くが、最終的に食材にも大
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気圧がかかり、食材内部の空気膨張による含浸駆動力は低下していると考えられる。した
がって、実施例９－２は、押圧処理のない実施例９－１と比較して食材の軟化度は劣った
と考えられる。
【０２０４】
【表９】

【０２０５】
［試験例１０］
（実施例１０－１）
＜基材準備＞
・基材の種類：パルプ製
・基材のサイズ：縦１４ｃｍ、横１０ｃｍの長方形にカットして使用した。基材の厚みは
１．４ｍｍ、重量は１．０ｇであった。
・基材の吸収・排出性能：最大吸収性能２０．９４ｇ／１ｇ基材であり、最大排出性能３
．５７ｇ／１ｇ基材であった。
【０２０６】
＜試料調製＞
１．生の１ｃｍ厚ダイコン（半月切り）を準備した。
２．９８℃設定のスチームコンベクションオーブン（（株）マルゼン製）でダイコンを４
０分加熱した。
３．室温まで放冷したあと、－２０℃で冷凍した。その後、氷水中に１分間浸漬して、食
材表面をグレーズ処理して、－２０℃で一晩冷凍保管し、物質含浸用食材を調製した。
【０２０７】
＜含浸物質溶液調製＞
・含浸物質として植物組織崩壊酵素（カビ由来、ヤクルト薬品工業（株）製）を使用した
。
・１．０％（ｗ／ｖ）のクエン酸緩衝溶液に溶解して０．５％（ｗ／ｖ）に調製した。
【０２０８】
＜物質保持基材の作製＞
　以下の手順で物質保持基材を作製した。
１．上記で準備した基材に含浸物質溶液（酵素液）２０ｇを滴下して吸収させた。
２．３０℃の定温乾燥機内に１０時間静置して基材を乾燥させて、乾燥状態の物質保持基
材を得た。
【０２０９】
＜減圧装置＞
　減圧装置として真空盤（（株）アズワン製、ＶＺ型）に真空ポンプ（アルバック機工（
株）製、ＧＬＤ-０５０）を接続した真空含浸装置を用いた。
【０２１０】
＜減圧処理＞
　以下の手順で減圧処理を行って、食材内に物質を含浸した。
１．グレーズ処理したダイコン３個を物質保持基材に載せて、基材を折りたたんで食材の
上下を基材で包んで試料とした。
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解凍した。
３．解凍によりダイコン表面のグレーズが溶けて、基材が湿潤状態となった。なお、用い
たダイコン３個のグレーズ量は１０ｇであり、ドリップ量は６ｇであった。
４．底面サイズが縦１２ｃｍ、横９．５ｃｍのアルミバットに解凍後の試料を移した。
５．真空ポンプを接続した真空含浸装置内に試料を入れたアルミバットをセットして減圧
処理を行った。
６．真空含浸装置内の圧力が２ｋＰａに到達後、減圧弁を閉じて密閉状態として、５分間
保持した。
７．減圧弁を開放して大気圧まで戻して、含浸処理を終了して、物質含浸食材を得た。
【０２１１】
＜酵素反応及び酵素失活＞
　以下の手順で酵素反応及び酵素失活処理を行った。
１．基材から物質含浸食材を取り出して、４℃の冷蔵庫で１６時間静置して酵素反応を行
った。
２．９５℃設定のスチームコンベクションオーブン（（株）マルゼン製）で酵素反応後の
食材を１０分加熱して、酵素を完全に失活させた。
３．室温（２０℃）まで自然冷却して、軟化食材を得た。
【０２１２】
＜物性測定評価＞
　上記で得られた軟化食材の硬さを、試験例７と同様にして測定した。なお、硬さは、３
つの試料の計１０カ所を測定した平均値で求めた。結果を表１０に示した。
【０２１３】
（実施例１０－２）
　グレーズ処理しなかった以外は実施例１０－１と同様にして試料を調製し、電子レンジ
で３００Ｗ４分加熱して（中心温度：５５℃）解凍した。解凍によりダイコンから生じた
ドリップにより、物質保持基材が湿潤状態となった。ドリップ量は１１ｇであった。底面
サイズが縦１２ｃｍ、横９．５ｃｍのアルミバットに解凍後の試料を移し、実施例１０－
１と同様にして減圧処理、酵素反応及び酵素失活を行って、軟化食材を得た。
【０２１４】
（比較例１０）
　冷凍したダイコンを流水中で解凍した後、９５℃設定のスチームコンベクションオーブ
ン（（株）マルゼン製）で１０分加熱した。得られた食材をコントロールとした。
【０２１５】
（結果）
　実施例１０－１及び１０－２のいずれも食材中心部まで十分に軟らかく、グレーズ処理
の有無にかかわらず食材内に十分な量の物質を含浸することができ、ダイコンを軟化させ
ることができた。実施例１０－１は歯ぐきでつぶせる軟らかさ、実施例１０－２は容易に
かめる軟らかさにまで軟化し、介護食として利用できる軟らかさであった。実施例１０－
１及び１０－２のいずれも、乾燥状態の物質保持基材には予め水を吸収させずに、食材か
らの水の吸収によって湿潤状態にすることで、減圧処理時に物質排出駆動力を生じさせ、
含浸物質を供給することができた。
【０２１６】
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【表１０】

【０２１７】
［試験例１１］
（実施例１１－１）
＜基材準備＞
・基材の種類：ナイロン製
・基材のサイズ：縦１６ｃｍ、横７ｃｍの長方形にカットして使用した。基材の厚みは６
．５ｍｍ、重量は５．０ｇであった。
・基材の吸収・排出性能：最大吸収性能８．２ｇ／１ｇ基材であり、最大排出性能１．０
ｇ／１ｇ基材であった。
【０２１８】
＜試料調製＞
　以下の手順で食材を調製した。
１．市販の豚ヒレ肉を－２０℃で一晩以上冷凍した。
２．解凍した豚ヒレ肉を１ｃｍ厚にスライスした。
３．スライスした鶏ムネ肉を縦５ｃｍ、横４ｃｍ、高さ１ｃｍの直方体にカットした。カ
ットした鶏ムネ肉の重量は、約１１～１５ｇであった。
４．カットした鶏ムネ肉を筋切機（ＪＡＣＣＡＲＤ製）でテンダライズして、物質含浸用
食材を調製した。
【０２１９】
＜含浸物質溶液調製＞
・含浸物質としてタンパク質分解酵素（植物由来プロテアーゼ、新日本化学工業（株）製
）を使用した。
・１％食塩水に溶解して０．０５％（ｗ／ｖ）に調製した。
【０２２０】
＜物質保持基材の作製＞
　以下の手順で物質保持基材を作製した。
１．含浸物質溶液（酵素液）に、上記で準備した基材を３０秒間浸漬させた。
２．５ｍｍメッシュの網の上に取り出して過剰に浸み込んだ酵素液を自然落下させた。
３．酵素液を吸収させた基材を物質保持基材として用いた。基材重量５．０ｇに対して吸
収した酵素液量は４０．５ｇであった。
【０２２１】
＜酵素液排出量の測定＞
１．上記で作製した酵素液保持量が同一の物質保持基材２枚（使用基材１ｇ分）を５ｍｍ
メッシュの網に載せたまま、小型真空容器に入れて２ｋＰａまで減圧した。
２．密閉状態で５分間減圧保持して大気圧まで開放した。基材重量の減少量を酵素液排出
量とした。結果を表１１に示した。
　なお、基材１ｇに含ませたのと同量の酵素液をアルミバットに入れて、同様に減圧処理
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した際の重量変化をブランクとした。減圧下排出量は、測定値からブランク値を差し引い
た値とした。
【０２２２】
＜減圧装置＞
　減圧装置として真空盤（（株）アズワン製、ＶＺ型）に真空ポンプ（アルバック機工（
株）製、ＧＬＤ-０５０）を接続した真空含浸装置を用いた。　
【０２２３】
＜減圧処理＞
　以下の手順で減圧処理を行って、食材内に物質を含浸した。
１．上記で調製した食材を物質保持基材の上に載せて、基材を２つに折りたたんで食材の
上面にかぶせ、１枚の物質保持基材で食材を包んで試料とした。
２．底面サイズが縦１２ｃｍ、横９．５ｃｍのアルミバットに試料を移した。
３．真空ポンプを接続した真空含浸装置内に試料を入れたアルミバットをセットして減圧
処理を行った。
４．真空含浸装置内の圧力が２ｋＰａに到達後、減圧弁を閉じて密閉状態として、５分間
保持した。
５．減圧弁を開放して大気圧まで戻して、含浸処理を終了して、物質含浸食材を得た。
【０２２４】
＜酵素反応及び酵素失活＞
　以下の手順で酵素反応及び酵素失活処理を行った。
１．基材から物質含浸食材を取り出して、４℃の冷蔵庫で３０分静置して酵素反応を行っ
た。
２．８０℃設定のスチームコンベクションオーブン（（株）マルゼン製）で酵素反応後の
食材を２０分加熱して、酵素を完全に失活させた。
３．室温（２０℃）まで自然冷却して、軟化食材を得た。
【０２２５】
（実施例１１－２）
　コットン製の基材を用いた以外は、実施例１１－１と同様に実施した。なお、縦１６ｃ
ｍ、横７ｃｍの長方形にカットして使用した基材の厚みは３．９ｍｍ、重量は０．７９ｇ
であり、その最大吸収性能は２４．７ｇ／１ｇ基材であり、最大排出性能は０．２ｇ／１
ｇ基材であった。
【０２２６】
（実施例１１－３）
　レーヨン・ポリプロピレン製の基材を用いた以外は、実施例１１－１と同様に実施した
。なお、縦１６ｃｍ、横７ｃｍの長方形にカットして使用した基材の厚みは１．２ｍｍ、
重量は１．２６ｇであり、その最大吸収性能は１２．８ｇ／１ｇ基材であり、最大排出性
能は１．４ｇ／１ｇ基材であった。
【０２２７】
（実施例１１－４）
　レーヨン・パルプ製の基材を用いた以外は、実施例１１－１と同様に実施した。なお、
縦１６ｃｍ、横７ｃｍの長方形にカットして使用した基材の厚みは１．２ｍｍ、重量は０
．９３ｇであり、その最大吸収性能は２０．７ｇ／１ｇ基材であり、最大排出性能は２．
３ｇ／１ｇ基材であった。
【０２２８】
（実施例１１－５）
　レーヨン・ポリプロピレン・ポリエチレン製の基材を用いた以外は、実施例１１－１と
同様に実施した。なお、縦１６ｃｍ、横７ｃｍの長方形にカットして使用した基材の厚み
は０．２ｍｍ、重量は１．４１ｇであり、その最大吸収性能は１０．９ｇ／１ｇ基材であ
り、最大排出性能は０．１ｇ／１ｇ基材であった。
【０２２９】
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（実施例１１－６）
　セルロース製の基材を用いた以外は、実施例１１－１と同様に実施した。なお、縦１６
ｃｍ、横７ｃｍの長方形にカットして使用した基材の厚みは２．２ｍｍ、重量は０．９８
ｇであり、その最大吸収性能は１１．９ｇ／１ｇ基材であり、最大排出性能は７．５ｇ／
１ｇ基材であった。
【０２３０】
（実施例１１－７）
　吸収材（パルプ製）と外面材（ポリエチレン製フィルム）との２層構造の基材を用いて
、該基材の吸収材の面上に食材を載せた以外は、実施例１１－１と同様に実施した。なお
、縦１６ｃｍ、横７ｃｍの長方形にカットして使用した基材の厚みは１．３ｍｍ、重量は
０．８１ｇであり、その最大吸収性能は７．０ｇ／１ｇ基材であり、最大排出性能は０．
１ｇ／１ｇ基材であった。
【０２３１】
（実施例１１－８）
　パルプ製の基材を用いた以外は、実施例１１－１と同様に実施した。なお、縦１６ｃｍ
、横７ｃｍの長方形にカットして使用した基材の厚みは１．４ｍｍ、重量は０．８２ｇで
あり、その最大吸収性能は２０．９ｇ／１ｇ基材であり、最大排出性能は３．０９ｇ／１
ｇ基材であった。
【０２３２】
（比較例１１－１）
　実施例１１－１で調製した食材を５分間上記含浸物質溶液（酵素液）に浸漬したあと、
実施例１１－１と同様に４℃で３０分酵素反応し、８０℃で２０分加熱処理した。得られ
た食材をコントロールとした。
【０２３３】
＜物性測定評価＞
　上記で得られた軟化食材の硬さを、試験例１と同様にして測定した。結果を表１１に示
した。
【０２３４】
（結果）
　実施例１１－１～１１－８では様々な種類の基材を用いたが、酵素液に浸漬した比較例
１１－１のコントロールと比較して軟化効果が得られた。
【０２３５】
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【表１１】

【０２３６】
［試験例１２］
（実施例１２）
＜基材準備＞
・基材の種類：パルプ製
・基材のサイズ：縦１０ｃｍ、横７ｃｍの長方形にカットして使用した。基材の厚みは１
．４ｍｍ、重量は０．５ｇであった。
・基材の吸収・排出性能：最大吸収性能２０．９４ｇ／１ｇ基材であり、最大排出性能３
．５７ｇ／１ｇ基材であった。
【０２３７】
＜試料調製＞
　以下の手順で食材を調製した。
１．市販の豚ヒレ肉を－２０℃で一晩以上冷凍した。
２．解凍した豚ヒレ肉を１ｃｍ厚にスライスした。
３．スライスした豚ヒレ肉を縦５ｃｍ、横４ｃｍ、高さ１ｃｍの直方体にカットした。カ
ットした豚ヒレ肉の重量は、約１１～１５ｇであった。
４．カットした鶏ムネ肉を筋切機（ＪＡＣＣＡＲＤ製）でテンダライズして、物質含浸用
食材を調製した。
【０２３８】
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＜含浸物質溶液調製＞
・含浸物質としてタンパク質分解酵素（植物由来プロテアーゼ、新日本化学工業（株）製
）を使用した。
・５倍希釈した市販の塩麹ダシ（ハナマルキ(株)製）に溶解して０．０５％（ｗ／ｖ）に
調製した。
【０２３９】
＜物質保持基材の作製＞
　以下の手順で物質保持基材を作製した。
１．含浸物質溶液（塩麹ダシ酵素液）に、上記で準備した基材を３０秒間浸漬した。
２．５ｍｍメッシュの網の上に取り出して過剰に浸み込んだ酵素液を自然落下させた。
３．酵素液を最大量吸収させた基材を、物質保持基材として用いた。基材重量０．５ｇに
対して、吸収した酵素液量は約１０ｇであった。
【０２４０】
＜減圧装置＞
　減圧装置として真空盤（（株）アズワン製、ＶＺ型）に真空ポンプ（アルバック機工（
株）製、ＧＬＤ－０５０）を接続した真空含浸装置を用いた。
【０２４１】
＜減圧処理＞
　以下の手順で減圧処理を行って、食材内に物質を含浸した。
１．上記で調製した食材を物質保持基材の上に載せて、二つ折りにして物質保持基材を食
材の上面に被せて、一枚の物質保持基材で食材を包んで試料とした。
２．底面サイズが縦１２ｃｍ、横９．５ｃｍのアルミバットに試料を移した。
３．真空ポンプを接続した真空含浸装置内に試料を入れたアルミバットをセットして減圧
処理を行った。
４．真空含浸装置内の圧力が２ｋＰａに到達後、減圧弁を閉じて密閉状態として、５分間
保持した。
５．減圧弁を開放して大気圧まで戻して、含浸処理を終了して、物質含浸食材を得た。
【０２４２】
＜酵素反応及び酵素失活＞
　以下の手順で酵素反応及び酵素失活処理を行った。
１．基材から物質含浸食材を取り出して、４℃の冷蔵庫で３０分静置して酵素反応を行っ
た。
２．８０℃設定のスチームコンベクションオーブン（（株）マルゼン製）で酵素反応後の
食材を２０分加熱して、酵素を完全に失活させた。
３．室温（２０℃）まで自然冷却して、軟化食材を得た。
【０２４３】
（比較例１２）
　酵素添加なしの５倍希釈塩麹ダシを用いて基材を作製した以外は、実施例１２と同様に
行った。得られた食材を酵素処理なしの調味豚ヒレ肉コントロールとした。
【０２４４】
＜物性測定評価＞
　上記で得られた軟化食材の硬さを、試験例１と同様にして測定した。結果を表１２に示
した。
【０２４５】
（結果）
　実施例１２では物質保持基材中に酵素と共に塩麹ダシが保持された基材を用いることで
、豚ヒレ肉は十分に軟化し、かつ、塩麹ダシの風味が感じられ、美味しさが向上した。含
浸物質の酵素と同時に調味も同時にできることが確認された。
【０２４６】
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【表１２】

【０２４７】
［試験例１３］
（実施例１３－１）
＜基材準備＞
・基材の種類：パルプ製
・基材のサイズ：縦９ｃｍ、横１２ｃｍの長方形にカットして使用した。基材の厚みは１
．４ｍｍ、重量は０．７７ｇであった。
・基材の吸収・排出性能：最大吸収性能２０．９４ｇ／１ｇ基材であり、最大排出性能３
．５７ｇ／１ｇ基材であった。
【０２４８】
＜試料調製＞
　以下の手順で食材を調製した。
１．市販の真鱈を－２０℃で一晩以上冷凍した。
２．解凍した真鱈を１．５ｃｍ厚にカットした。カットした真鱈の重量は、約３０～３５
ｇであった。そのまま物質含浸用食材とした。
【０２４９】
＜含浸物質溶液調製＞
・含浸物質としてタンパク質分解酵素（植物由来プロテアーゼ、新日本化学工業（株）製
）を使用した。
・水で７倍希釈した和風だし（割烹つゆ、（株）ミツカン製）に０．０５％（ｗ／ｖ）に
調製した。さらに、加工デンプン（松谷化学工業（株）製）を１．０％（ｗ／ｖ）、キサ
ンタンガム（三菱ケミカルフーズ（株）製）０．１％（ｗ／ｖ）を添加して、含浸物質溶
液とした。
【０２５０】
＜物質保持基材の作製＞
　上記で準備した基材に、含浸物質溶液（和風調味酵素液）１４．６ｇを滴下して吸収さ
せ、物質保持基材を作製した。
【０２５１】
＜減圧装置＞
　減圧装置は（株）古川製作所製の小型真空包装機「ＦＶＣII－ＬＡＢ」を使用した。本
真空包装機は、真空ポンプと真空ボックスとの接続途中にバルブを設けて庫内の減圧速度
を任意に調整でき、また圧力開放バルブを設けて減圧から大気圧までの昇圧速度も任意に
調整できる。
【０２５２】
＜減圧処理＞
　以下の手順で減圧処理を行って、食材内に物質を含浸した。
１．上記で調製した食材を沸騰水中に５分入れて加熱し取り出した。真鱈の中心温度は８
５℃であった。
２．すぐに物質保持基材の上に加熱した真鱈を載せて、物質保持基材を二つに折りたたん
で真鱈の上下を基材で挟んだ。底面サイズが縦１２ｃｍ、横９．５ｃｍのアルミバットに
試料を移し、すぐに減圧処理を行った。
３．減圧速度－９．５ｋＰａ／ｓ（絶対値：９．５ｋＰａ／ｓ）で２ｋＰａまで減圧処理
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した。食材から激しい食材内水分の気化膨張に伴う水蒸気発生が見られた。
４．１０秒間減圧庫内を密閉状態として減圧保持した。保持中に食材中からの水蒸気発生
はおさまった。
５．５ｋＰａまで緩慢開放した。緩慢開放速度は０．０３９ｋＰａ／秒とし、５ｋＰａ到
達後は急速開放して常圧まで復帰して酵素含浸食材を得た。減圧開始から終了まで１０２
秒であった。
【０２５３】
＜酵素反応及び酵素失活＞
　以下の手順で酵素反応及び酵素失活処理を行った。
１．基材から物質含浸食材を取り出して、４℃の冷蔵庫で６０分静置して酵素反応を行っ
た。
２．８０℃設定のスチームコンベクションオーブン（（株）マルゼン製）で酵素反応後の
食材を２０分加熱して、酵素を完全に失活させた。
３．室温（２０℃）まで自然冷却して、軟化食材を得た。
【０２５４】
（実施例１３－２）
　含浸物質溶液として、タンパク質分解酵素（植物由来プロテアーゼ、新日本化学工業（
株）製）を１％食塩水に溶解して０．０５％（ｗ／ｖ）に調製して使用した以外は、実施
例１３－１と同様に処理した。
【０２５５】
（比較例１３－１）
　実施例１３と同様に調製した真鱈を沸騰水中で５分間加熱した。室温まで冷却した後、
減圧処理による酵素含浸処理を行わず、そのまま４℃の冷蔵庫で６０分静置した。実施例
１３と同様に８０℃で２０分加熱処理した。得られた食材をコントロールとした。
【０２５６】
（比較例１３－２）
　実施例１３と同様に調製した真鱈を沸騰水中で５分間加熱した。含浸物質溶液１００ｇ
に１０２秒間浸漬した。溶液からとりだした後は実施例１３と同様に４℃で６０分間静置
して酵素反応し、８０℃で２０分加熱処理した。
【０２５７】
＜物性測定評価＞
　上記で得られた軟化食材の硬さを、試験例７と同様にして測定した。結果を表１３に示
した。
（結果）
　実施例１３－１及び実施例１３－２は歯ぐきでつぶせるほど軟化した。比較例１３－１
は魚の筋繊維質が感じられ硬く、比較例１３－２も比較例１３－１と同様の硬さであった
。比較例１３－１の含浸物質溶液にはキサンタンガム添加により粘性があり、食材を１１
０秒浸漬しただけでは食材内部には物質が浸透しにくいと考えられた。一方、実施例１３
－１では、加熱した真鱈を減圧処理して急速に減圧処理しているため食材内の水分の相転
移により強力な含浸駆動力が発生し、同時に物質保持基材には含浸物質排出力が発生して
おり、キサンタンガム添加の粘性にかかわらず食材中心部まで物質が浸透するした。また
加工デンプンも含浸され、食材の酵素失活加熱により食材内で糊化したものと考えられた
。実際、実施例１３－２も十分に軟らかいが、実施例１３－１の方がジューシーさが感じ
られ、また和風だしが浸み込み、より美味しさが感じられた。
【０２５８】
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【表１３】

【０２５９】
［試験例１４］
（実施例１４）
＜基材準備＞
・基材の種類：パルプ製
・基材のサイズ：縦２４ｃｍ、横９ｃｍの長方形にカットして使用した。基材の厚みは１
．４ｍｍ、重量は１．４６ｇであった。
・基材の吸収・排出性能：最大吸収性能２０．９４ｇ／１ｇ基材であり、最大排出性能３
．５７ｇ／１ｇ基材であった。
【０２６０】
＜試料調製＞
　以下の手順で食材を調製した。
１．生の１ｃｍ厚のダイコン（半月切り）を準備した。
２．９８℃設定のスチームコンベクションオーブン（（株）マルゼン製）で４０分加熱し
た。
３．室温まで放冷したあと、－２０℃で一晩以上冷凍して、物質含浸用食材を調製した。
【０２６１】
＜含浸物質溶液調製＞
・和風だし（割烹つゆ、（株）ミツカン製）を水で３倍希釈して調味液とした。
【０２６２】
＜物質保持基材の作製＞
　上記で準備した基材に、含浸物質溶液（和風調味液）２５ｇを滴下して吸収させ、物質
保持基材を作製した。
【０２６３】
＜減圧装置＞
　減圧装置は（株）古川製作所製の小型真空包装機「ＦＶＣII－ＬＡＢ」を使用した。
【０２６４】
＜減圧処理＞
　以下の手順で減圧処理を行って、食材内に物質を含浸した。
１．ダイコンを流水中で解凍した。
２．解凍したダイコン３個（合計４２ｇ）を沸騰水中で５分加熱し、加温ダイコンを得た
。中心温度は９０℃であった。物質保持基材の上に載せて二つ折りにし、ダイコンの上下
を物質保持基材で挟んだ。
３．底面サイズが縦１２ｃｍ、横９．５ｃｍのアルミバットに試料を移し、すぐに減圧処
理を行った。
３．減圧速度－７．８ｋＰａ／ｓ（絶対値：７．８ｋＰａ／ｓ）で２ｋＰａまで減圧処理
した。食材から激しい食材内水分の気化膨張に伴う水蒸気発生が見られた。
４．１０秒間減圧庫内を密閉状態として減圧保持した。保持中に食材中からの水蒸気発生
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はおさまった。
５．５ｋＰａまで緩慢開放した。緩慢開放速度は０．０３９ｋＰａ／ｓとし、５ｋＰａ到
達後は急速開放して常圧まで復帰して調味ダイコンを得た。減圧開始から終了まで１０３
秒であった。
【０２６５】
（比較例１４－１）
　実施例１４で調製したダイコンを流水中で解凍後、沸騰水中で５分加熱したダイコンを
作製した。得られた食材をダイコンをコントロールとした。
【０２６６】
（比較例１４－２）
　実施例１４で調製したダイコンを流水中で解凍後、沸騰水中で５分加熱したダイコンを
作製した。すぐに、同じく実施例１４で作製した物質保持基材にダイコン３個を載せ、二
つ折りにして挟んだ。実施例１４とは異なり、減圧処理せずに１０３秒間基材で挟んで調
味ダイコンを作製した。
【０２６７】
（比較例１４－３）
　実施例１４で調製したダイコンを流水中で解凍後、沸騰水中で５分加熱したダイコンを
、ダイコンが十分浸かる量の調味液１００ｇに１０３秒浸漬して調味ダイコンを作製した
。
【０２６８】
　上記で作製した調味ダイコン（調味なしのコントロール含む）の外観及び内部への調味
料の浸透具合を示す食材表面及び食材断面の写真を、それぞれ図８及び図９に示した。ま
た官能試験結果を表１４に示した。
【０２６９】
（結果）
　実施例１４ではダイコン中心部まで調味液が浸透し、短時間で中まで調味された美味し
い調味ダイコンが作製できた。一方、基材で食材を挟んだ比較例１４－２では、減圧処理
がなく含浸駆動力も排出駆動力も発生しないため、ほとんど調味されなかった。比較例１
４－３では十分量の調味液に浸漬したためダイコン表面の一部には調味液が浸透した。し
かし、官能試験では、味の浸みた部位にムラがあり、味付けが薄く、十分な美味しさを感
じることができなかった。
【０２７０】
【表１４】

【符号の説明】
【０２７１】
　１１、２１、３１、４１、５１、６１、７１　食材
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　１２、２２、３２、４２、５２、６２、７２　物質保持基材
　３０、６０、７０、７６　包装容器
　４３、５３　吸収材
　４４、５４　外面材
　５５　表面材

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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【手続補正書】
【提出日】平成30年9月7日(2018.9.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２１８】
＜試料調製＞
　以下の手順で食材を調製した。
１．市販の豚ヒレ肉を－２０℃で一晩以上冷凍した。
２．解凍した豚ヒレ肉を１ｃｍ厚にスライスした。
３．スライスした豚ヒレ肉を縦５ｃｍ、横４ｃｍ、高さ１ｃｍの直方体にカットした。カ
ットした豚ヒレ肉の重量は、約１１～１５ｇであった。
４．カットした豚ヒレ肉を筋切機（ＪＡＣＣＡＲＤ製）でテンダライズして、物質含浸用
食材を調製した。　
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２７０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２７０】
【表１４】

【手続補正３】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　含浸する物質を保持した物質保持基材と食材とを同時に減圧処理することにより、物質
保持基材には内部構造変化による物質排出駆動力を、食材には食材内部の気体体積変化に
よる物質含浸駆動力を発生させて、前記物質保持基材から前記食材内部へ物質を供給する
、食材への物質含浸方法であって、
　前記物質保持基材が、気体又は気体を発生する液体を含有し、かつ、多孔質構造であり
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、前記物質保持基材が、基材の重量１ｇ当たり、５ｇ以上の最大吸収性能及び０．０１ｇ
以上の最大排出性能を有することを特徴とする、方法。
【請求項２】
　前記物質保持基材が、天然繊維素材、合成繊維素材、天然樹脂素材、合成樹脂素材、生
分解性プラスチック、あるいはそれら複数の素材を組み合わせた複合素材で作製された基
材である、請求項１に記載の食材への物質含浸方法。
【請求項３】
　前記物質保持基材への物質付着方法が、抄紙法、浸漬法、含浸法、塗布法、点滴法、グ
ラビア印刷法、化学修飾法、又はそれらから選ばれる一つ以上を組み合わせた方法である
、請求項１または２に記載の食材への物質含浸方法。
【請求項４】
　前記物質保持基材への物質付着方法において、バインダーとして増粘剤、糖類、タンパ
ク質、油脂又は乳化剤を用いる、請求項３に記載の食材への物質含浸方法。
【請求項５】
　前記物質保持基材が、乾燥状態又は湿潤状態である、請求項１～４のいずれか一項に記
載の食材への物質含浸方法。
【請求項６】
　前記物質保持基材が、複数の材質からなる積層構造である、請求項１～５のいずれか一
項に記載の食材への物質含浸方法。
【請求項７】
　前記減圧処理が、５０ｋＰａ以下の圧力で実施される、請求項１～６のいずれか一項に
記載の食材への物質含浸方法。
【請求項８】
　減圧状態にある前記物質保持基材と前記食材とを押圧処理することにより、前記物質排
出駆動力と前記物質含浸駆動力とをさらに高める、請求項１～７のいずれか一項に記載の
食材への物質含浸方法。
【請求項９】
　前記食材に、冷凍、湿熱加熱、誘電加熱、飽和水蒸気加熱、過熱水蒸気加熱、加圧加熱
、焼成加熱、ジュール加熱、テンダライズ（筋切り）、タンブリング、圧延、脱水、乾燥
、酸処理、アルカリ処理、及び酵素処理からなる群から選択される少なくとも一種の前処
理を実施する、請求項１～８のいずれか一項に記載の食材への物質含浸方法。
【請求項１０】
　前記食材が加温された状態で、前記減圧処理を実施する、請求項１～９のいずれか一項
に記載の食材への物質含浸方法。
【請求項１１】
　前記基材に保持される物質が、タンパク質、油脂、酵素、多糖類、増粘剤、乳化剤、澱
粉、及び微生物からなる群から選択される少なくとも一種である、請求項１～１０のいず
れか一項に記載の食材への物質含浸方法。
【請求項１２】
　前記基材に保持される物質が、栄養成分、機能性成分、抗菌成分、香気成分、調味料成
分、酸化防止剤、着色料、酸味料、ビタミン類、ミネラル類、アミノ酸、及び医療用造影
剤からなる群から選択される少なくとも一種の食品素材である、請求項１～１０のいずれ
か一項に記載の食材への物質含浸方法。
【請求項１３】
　前記物質保持基材と前記食材とを軟質容器に入れた状態で前記減圧処理を実施する、請
求項１～１２のいずれか一項に記載の食材への物質含浸方法。
【請求項１４】
　請求項１～１３のいずれか一項に記載の方法により得られた物質含浸食材を用いて、チ
ルド食品、冷凍食品、乾燥食品、及び常温流通食品からなる群から選択される物質含浸加
工食品を製造することを特徴とする、物質含浸加工食品の製造方法。
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